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灘
紬
鍵
鮮
欝
撒
縫
難
難
講
嚥
禦
雛
購
糠
…

す
る
に
最
も
近
い
後
を
占
め
・
他
嘆
領
国
に
お
け
る
在
地
の
勢
力
と
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
る
中
小
領
主
層
護
接
に
掌
握
し
得
る
在
地
性
を
・
守
護
へ

よ
り
も
よ
り
響
も
・
て
い
た
・
こ
の
衰
退
期
の
蕎
随
守
護
体
制
の
中
で
の
上
部
権
力
と
下
部
勢
力
の
結
節
点
を
握
る
中
間
勢
力
的
な
存
在
が
・
こ
の
へ

憎憎ｳ
鮮
碧
驚
難
廷
鮭
鱒
鰍
嚢
脚
鶴
繁
難
雛
駅
暴
ゼ
幾
な
守
護
代
層
の
姿
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
誇
喬
・
三
九
七
一
年
七
月
　
～

　
嘉
吉
元
年
、
播
磨
・
備
前
・
美
作
守
護
赤
松
満
祐
・
下
之
父
子
が

将
軍
足
利
義
教
を
京
都
西
洞
院
二
条
の
赤
松
第
に
お
い
て
斌
害
し
、

や
が
て
山
名
一
族
を
主
力
と
す
る
幕
府
の
軍
勢
の
追
討
を
う
け
て
、

赤
松
氏
の
惣
領
家
が
没
落
し
た
い
わ
ゆ
る
嘉
吉
の
乱
の
の
ち
、
一
度

没
落
し
た
こ
の
赤
松
惣
領
家
の
遺
跡
が
、
満
祐
の
弟
義
雅
の
孫
に
あ

た
る
次
郎
法
師
丸
（
政
則
）
を
継
嗣
と
し
て
再
興
さ
れ
た
の
は
、
　
没

落
後
十
七
年
を
経
た
長
禄
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

政
則
が
赤
松
惣
領
家
の
家
督
と
し
て
幕
府
に
召
出
さ
れ
て
以
後
、
や

が
て
起
こ
っ
た
応
仁
の
乱
の
経
過
の
中
で
赤
松
氏
の
播
磨
・
備
前
・

美
作
三
国
守
護
の
地
位
も
回
復
さ
れ
、
政
則
が
応
仁
・
文
明
期
の
守
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護
大
名
の
中
で
も
重
き
を
な
す
に
い
た
っ
た
の
ち
も
、
政
則
の
生
涯

を
通
じ
て
、
ほ
と
ん
ど
常
に
政
則
の
身
辺
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
輔
佐

し
、
再
興
後
の
赤
松
惣
領
家
（
守
護
赤
松
家
）
を
さ
さ
え
た
最
も
有
力

な
存
在
は
浦
上
則
宗
で
あ
っ
允
。
浦
上
則
宗
の
存
在
を
は
な
れ
て
政

則
時
代
の
赤
松
氏
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
更
に
い
え
ば
、

応
仁
・
文
明
期
の
赤
松
氏
の
領
国
支
配
は
、
実
質
的
に
は
、
そ
の
年

寄
衆
浦
上
則
宗
の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

建
仁
寿
の
第
二
一
八
代
住
持
で
赤
松
氏
や
浦
上
氏
と
関
係
の
深
か
っ

た
天
隠
龍
沢
が
、
浦
上
則
宗
を
評
し
て
述
べ
た
次
の
よ
う
な
文
が
あ

①
る
。

　
天
下
称
英
雄
者
、
、
或
難
専
攻
伐
、
不
能
靖
禍
乱
、
或
難
尽
忠
勤
、
不
能
謀

　
悠
久
、
漢
高
新
田
、
運
簿
帷
握
豊
中
、
決
勝
千
璽
号
外
岩
、
子
募
也
、
鎮

　
国
家
撫
百
姓
、
給
飼
醜
不
絶
根
道
者
、
瀟
何
也
、
連
否
万
之
衆
、
戦
必
勝

　
攻
必
取
老
、
韓
信
也
、
此
三
入
皆
人
傑
也
、
東
三
傑
以
為
一
人
者
、
美
作

　
前
司
浦
上
紀
購
宗
乎
、

天
隠
龍
沢
が
浦
上
則
宗
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
最
高
の
讃
辞
を
星

レ
て
い
る
こ
と
も
、
当
時
、
則
宗
が
如
何
に
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た

か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
則
宗
が
出
現
す
る
以
前
の
浦
上
氏
に
関
し
て
は
、

そ
の
出
自
・
系
譜
な
ど
に
つ
い
て
も
、
従
来
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
点
が
多
い
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い

て
若
干
の
考
察
を
進
め
、
次
い
で
、
赤
松
惣
領
家
再
興
後
に
お
け
る

浦
上
則
宗
の
動
向
に
主
た
る
目
を
注
ぎ
つ
つ
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
応

仁
・
文
明
期
に
お
け
る
守
護
大
名
の
領
国
支
配
の
実
体
、
守
護
及
び

そ
の
代
官
的
被
官
と
領
国
の
在
地
と
の
関
係
な
ど
の
諸
相
を
追
究
し

て
ゆ
く
と
と
も
に
、
殊
に
浦
上
画
風
が
そ
の
位
置
を
占
め
て
い
た
よ

う
な
守
護
大
名
家
の
年
寄
衆
な
い
し
守
護
代
ク
ラ
ス
の
代
官
的
被
官

が
、
応
仁
・
文
明
期
前
後
と
い
う
時
点
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
政

治
的
・
社
会
的
立
場
に
立
つ
存
在
と
し
て
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
、
そ

れ
は
大
名
領
圏
糊
の
展
開
の
中
で
、
如
何
な
る
位
置
に
あ
る
も
の
と

し
て
理
解
さ
る
べ
き
か
な
ど
の
諸
点
に
つ
い
て
、
若
千
の
考
察
を
試

み
て
み
た
い
。二

　
ま
ず
則
宗
以
前
に
お
け
る
浦
上
氏
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
必
要
が

あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
十
分
明
ら
か
に
し
難
い
部
面
が
多
い
。

浦
上
系
図
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
　
『
続
群
書
類
従
』
所
収

の
も
の
、
　
『
赤
松
諸
家
大
系
図
』
所
収
の
も
の
を
は
じ
め
諸
種
あ
る
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が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
同
多
く
、
十
分
に
信
を
お
き
得
る
も
の
は
な
い
。

　
　
浦
上
氏
に
関
す
る
こ
と
が
確
実
な
史
料
の
中
に
出
て
く
る
最
も
早
・
い

　
　
も
の
は
『
大
徳
寺
文
書
』
で
あ
る
。
同
文
書
の
中
に
、
建
武
元
年
九

　
　
月
十
六
臼
付
、
大
徳
寺
住
持
宗
裏
壁
の
後
醍
醐
天
皇
の
論
旨
が
あ
り
、

　
　
こ
れ
に
は
、

　
　
　
播
磨
国
浦
上
庄
事
、
於
半
分
者
、
可
支
配
一
族
之
由
、
先
度
機
屋
之
間
、

　
　
　
垂
下
論
旨
於
為
景
了
、
而
一
人
知
行
之
、
剰
有
寺
家
敵
対
之
所
存
云
々
、

　
　
　
頗
令
参
差
之
閥
、
被
召
返
論
旨
畢
、
為
葛
西
御
厨
替
、
為
寺
領
之
上
者
、

　
　
　
桐
紙
紐
可
被
支
配
野
駆
愚
賞
之
由
、
天
気
所
候
也
、
傍
執
達
如
件
、

　
　
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
旨
の
文
言
の
中
で
、

　
　
「
論
旨
を
為
景
に
下
さ
れ
お
わ
ん
ぬ
」
と
み
え
て
い
る
「
為
景
」
は
、

動
　
即
ち
浦
上
為
景
で
あ
る
。
こ
の
論
旨
が
出
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
、
後

休察
、
醍
醐
天
皇
は
、
隠
岐
か
ら
京
都
へ
還
幸
後
間
も
な
い
元
弘
三
年
十
工

考

一
　
月
一
日
に
、
大
徳
等
の
宗
峰
妙
超
の
申
講
を
容
れ
て
、
そ
れ
ま
で
同

の
《
　
寺
領
で
あ
っ
た
下
総
国
の
葛
西
御
厨
の
替
と
し
て
播
磨
国
浦
上
庄
の

甑
地
頭
職
実
徳
寺
に
寄
附
し
て
い
的
も
と
も
と
宗
峰
妙
超
み
ず
か

氏
配
ら
も
播
磨
浦
上
氏
の
出
で
あ
．
た
。
『
轟
轟
徳
寺
誌
』
所
収
の

囎
斎
燈
国
号
業
記
』
に
、
妙
超
の
出
自
に
つ
い
て
、
「
顛
砕
妙
超
、

魏
号
脇
詰
播
州
揖
西
粛
呈
璽
」
と
記
し
・
ま
た
『
襲
山
志
』

所
　
駅
の
大
徳
寺
の
法
系
譜
に
は
、
手
力
の
父
を
「
浦
上
掃
部
入
道
覚

性
」
と
し
て
い
る
。
更
に
『
龍
宝
山
大
徳
寺
誌
』
所
収
の
『
宝
山
外

史
』
の
中
で
は
、
赤
松
本
懐
（
円
心
）
が
大
穂
寺
最
初
の
檀
越
で
あ
っ
．

た
と
し
て
㎜
、
元
応
初
年
、
寄
転
黄
金
若
干
大
燈
国
師
紫
野
之
室
、
為

造
一
小
院
、
乃
本
寺
最
初
檀
越
也
し
と
記
し
、
次
い
で
「
案
赤
松
世

譜
、
国
師
之
母
、
則
村
之
姉
」
と
伝
え
て
、
浦
上
氏
と
赤
松
氏
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
徳
寺
の
開

山
大
憲
圏
師
宗
峰
妙
超
が
播
磨
の
浦
上
氏
の
出
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
所
縁
か
ら
、
細
螺
は
後
醍
醐
天
皇
に
申

請
し
て
葛
酉
御
厨
の
替
と
し
て
、
そ
の
本
貫
の
地
で
あ
る
浦
上
庄
の

地
頭
職
の
寄
附
を
う
け
る
と
と
も
に
、
更
に
、
そ
の
地
頭
職
の
半
分
を

浦
上
氏
の
一
族
に
配
分
す
べ
き
こ
と
を
奏
請
し
、
天
皇
は
こ
の
妙
超

の
願
い
を
容
れ
て
、
そ
の
旨
を
伝
え
る
論
旨
を
浦
上
為
景
に
与
え
た

の
で
あ
る
。
風
景
は
恐
ら
く
当
時
浦
上
岬
族
の
惣
領
の
地
位
に
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
為
景
は
論
旨
の
旨
趣
に
違
っ
て
、
浦

止
庄
の
半
分
の
地
頭
職
を
、
一
人
で
知
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
為
景

に
与
え
た
論
旨
は
召
返
さ
れ
る
と
と
も
に
、
妙
理
の
計
ら
い
と
し
て
、

改
め
て
一
族
の
も
の
に
恩
賞
と
し
て
配
分
す
る
よ
う
に
と
い
う
の
が
、

前
掲
の
九
月
十
六
日
付
の
論
旨
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
た
。
こ
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の
こ
と
は
、
や
が
て
妙
超
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
よ
う
で
、

同
じ
く
『
大
徳
寺
文
書
』
の
建
武
元
年
十
一
月
廿
三
日
付
の
論
旨
に
、

　
播
磨
国
浦
上
庄
下
四
ケ
村
地
頭
職
慕
、
任
先
度
論
旨
、
為
寺
家
計
、
分
配

　
一
族
等
之
由
、
隠
妻
食
言
旨
、
天
気
所
候
也
、
佃
執
達
掛
釣
、

と
見
え
、
浦
上
庄
の
下
四
ケ
村
の
地
頭
職
が
一
族
に
分
配
さ
れ
て
い

る
。　

な
お
浦
上
庄
の
所
在
は
、
播
磨
圏
揖
西
郡
内
、
揖
保
川
下
流
の
東

岸
に
あ
た
り
、
山
下
・
中
陣
・
門
前
・
栄
・
西
構
・
東
用
・
萩
原
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

真
砂
・
上
河
原
・
甫
場
な
ど
の
村
上
を
包
括
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。

現
在
の
龍
野
市
揖
保
町
（
龍
野
市
の
南
都
地
区
）
が
ほ
ぼ
そ
の
地
域
に
相
当

し
、
北
は
小
宅
庄
、
東
は
鵤
・
黒
山
・
福
井
の
諸
庄
、
南
は
中
島
・

石
見
・
賀
茂
の
諸
庄
（
塩
屋
御
厨
）
、
　
西
は
上
・
下
揖
保
庄
・
片
島
庄

な
ど
に
か
こ
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
浦
上
庄
に
つ
い
て
の
史
料
の
初
見
は
、
　
『
新
熊
野
神
社
文
書
』
の

養
和
元
年
十
二
月
号
日
付
、
後
白
河
法
皇
の
院
庁
下
文
に
、
同
じ
播

磨
国
内
の
賀
屋
庄
（
飾
東
郡
）
・
田
中
庄
（
明
石
郡
）
・
下
端
庄
（
明
石
郡
）

の
諸
庄
以
下
、
諸
国
に
散
在
す
る
二
十
八
の
庄
園
と
と
も
に
、
京
都

の
新
熊
野
社
領
の
庄
園
と
し
て
、
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の

　
　
④

で
あ
る
。
そ
し
て
同
文
書
に
よ
れ
ば
、
浦
上
庄
は
、
永
暦
元
年
、
後

　
白
河
法
皇
が
紀
伊
の
熊
野
権
現
を
都
に
勧
講
し
て
、
院
御
所
魚
住
寺

　
殿
の
近
傍
に
新
熊
三
社
を
創
建
し
た
際
に
、
仏
聖
燈
明
料
所
と
し
て
、

　
他
の
工
十
七
の
庄
園
と
と
も
に
同
社
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

　
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
文
治
元
年
源
頼
朝
の
鎌
倉
政
権
が

　
成
立
し
、
諸
国
の
庄
園
・
公
領
に
地
頭
が
配
置
さ
れ
た
際
、
浦
上
庄

　
の
地
頭
職
は
梶
原
景
時
に
与
え
ら
れ
た
。
景
時
は
、
こ
の
と
き
播
磨

　
・
美
作
の
守
護
人
に
も
補
せ
ら
れ
、
同
時
に
両
国
内
に
数
ケ
所
の
地

　
頭
職
も
与
え
ら
れ
た
が
、
浦
上
庄
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
の

　
で
あ
る
。
し
か
し
文
治
五
年
に
至
っ
て
、
後
白
河
法
皇
か
ら
、
同
庄

　
の
景
時
の
地
頭
職
を
任
げ
て
停
止
さ
れ
た
い
旨
の
院
宣
が
下
さ
れ
、

　
頼
朝
は
三
月
十
三
日
、
院
宣
の
旨
に
添
う
由
の
請
文
を
奉
っ
て
い
る

　
こ
と
が
、
　
『
吾
妻
鏡
』
（
文
治
五
年
三
月
十
三
日
の
条
）
に
見
え
る
。

　
　
こ
の
と
き
以
後
、
前
述
の
元
弘
三
年
大
徳
寺
の
妙
超
に
同
庄
地
頭

毎
、

　
職
が
寄
附
さ
れ
る
ま
で
、
浦
上
庄
の
様
子
は
明
ら
か
に
し
難
い
の
で

　
あ
る
が
、
浦
上
氏
が
庄
名
を
氏
の
名
と
し
て
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か

　
ら
み
て
、
鎌
倉
時
代
の
経
過
の
中
で
同
庄
内
に
お
け
る
有
力
な
在
地

　
領
主
層
と
b
て
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確

　
か
で
あ
る
。
そ
し
て
建
武
元
年
に
は
、
一
族
の
出
で
あ
る
大
徳
寺
の

　
妙
超
か
ら
下
庄
の
下
四
ケ
村
の
地
頭
職
が
浦
上
為
景
ら
一
族
に
配
分
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さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
浦
上
氏
が
本
姓
は
紀
氏
、
本
貫
地
は
播
磨
直
垂
西
郡

浦
上
庄
で
あ
っ
て
、
鎌
倉
末
期
の
頃
に
は
、
同
じ
西
播
磨
の
地
頭
的

在
地
領
主
層
で
あ
っ
た
赤
松
氏
と
も
姻
戚
関
係
を
も
ち
、
一
族
の
中

か
ら
大
徳
寺
の
開
山
宗
子
爵
超
を
出
し
た
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
南
北
朝
時
代
、
赤
松

氏
が
守
護
大
名
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
中
で
、
浦
上
一
族
は
赤
松
氏
の

有
力
な
被
官
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
観
応
元
年
、
足
利
尊
氏
・
高
師
直
の
党
と
、
足
利
直
義
・
直
冬
の

党
が
分
裂
し
抗
争
を
は
じ
め
た
い
わ
ゆ
る
観
応
の
擾
乱
の
初
期
、
直

冬
追
討
の
た
め
に
山
陽
道
を
備
前
福
岡
ま
で
娼
陣
し
て
い
た
尊
氏
・

師
恩
が
、
そ
の
閥
に
直
義
の
南
朝
へ
の
帰
順
、
京
都
へ
の
進
出
の
報

に
接
し
て
、
観
応
二
年
正
月
急
ぎ
京
都
に
軍
を
か
え
し
た
が
直
義
党

に
敗
れ
て
再
び
播
磨
へ
下
っ
て
書
写
山
下
の
坂
本
に
拠
り
、
二
月
、

播
磨
・
摂
津
の
所
在
に
直
義
党
と
合
戦
し
た
頃
、
播
磨
光
明
寺
（
滝

野
城
）
攻
防
の
模
様
を
記
し
た
『
太
平
記
』
の
記
事
の
中
に
、
光
明

寺
城
を
か
こ
む
尊
氏
の
軍
勢
後
押
し
の
た
め
に
出
陣
し
た
赤
松
則
祐

の
軍
勢
の
中
に
、
浦
上
七
郎
兵
衛
行
景
、
同
五
郎
左
衛
門
下
説
の
名

　
　
　
⑤

が
見
え
る
。
こ
の
嘗
試
・
爆
嗣
と
、
さ
き
の
『
大
徳
寺
文
書
』
に
名

の
見
え
る
為
景
と
の
系
譜
上
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず

れ
も
「
景
」
の
一
字
の
つ
い
た
名
か
ら
推
察
し
て
、
父
子
の
関
係
が

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
ま
た
こ
れ
よ
り
さ
き
暦
応
二
年
の
『
広
峰

文
書
』
に
、

　
播
磨
国
広
峰
社
大
別
当
昌
俊
申
、
同
国
土
山
庄
働
勝
簗
内
樋
原
村
地
頭
職

　
事
、
重
訴
状
如
此
、
先
度
被
稗
下
之
処
、
不
事
行
云
々
、
頗
招
其
只
者
鰍
、

　
早
榿
彼
所
、
停
止
浦
上
孫
一
二
郎
之
押
妨
、
沙
汰
付
下
地
於
昌
俊
、
可
執
進

　
請
取
、
　
（
○
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
い
う
旨
の
幕
府
奉
書
が
、
播
磨
守
護
赤
松
則
村
に
下
さ
れ
て
お
り
、

広
峰
社
領
の
播
磨
国
土
山
嵐
（
薬
師
庄
と
も
称
す
）
内
の
萩
原
村
地
頭

職
を
、
浦
上
孫
三
郎
な
る
者
が
、
前
々
よ
り
押
妨
し
て
い
る
状
況
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
土
山
庄
は
加
古
郡
内
で
、
現
在
の
加
古
川
市
の

東
端
の
地
域
で
あ
る
。
こ
の
浦
上
孫
三
郎
も
、
為
景
・
行
景
ら
と
の

系
譜
上
の
つ
な
が
り
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
族
の
う
ち
の
一
人
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
広
峰
社
領
土
山
庄
内
の
一
分
地

頭
職
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
観
応
元
年
九
月
の
幕
府
奉
書
（
播
磨

守
護
赤
松
範
資
宛
）
に
も
、
　
「
浦
上
三
郎
入
道
宗
恵
等
、
立
還
遵
行
隔

地
、
致
濫
妨
狼
薪
云
々
、
甚
無
謂
、
所
詮
退
彼
輩
、
可
沙
汰
付
雑
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

於
下
地
」
と
見
え
て
い
る
。
暦
応
二
年
の
文
書
の
浦
上
孫
三
郎
と
、
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こ
の
文
書
の
浦
上
三
郎
入
道
宗
恵
と
は
、
恐
ら
く
同
一
人
物
で
あ
ろ

う
と
推
定
さ
れ
る
が
、
暦
応
寡
聞
以
来
、
こ
の
時
に
至
っ
て
も
、
土

山
庄
の
一
分
地
頭
職
は
浦
上
氏
に
よ
っ
て
引
き
つ
づ
き
押
領
さ
れ
て
．

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
南
北
朝
の
争
乱
の
中
で
、
浦
上
氏
が
守
護

赤
松
氏
の
被
官
と
し
て
活
動
し
つ
つ
、
そ
の
間
に
、
本
貫
地
で
あ
る

西
播
磨
の
浦
上
庄
か
ら
、
東
へ
か
な
り
隔
た
っ
た
東
播
磨
の
土
山
庄

な
ど
の
地
方
へ
も
、
一
族
の
勢
力
が
次
第
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
様
子

を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
浦
上
氏
の
勢
力
の
拡
張
は
、
そ
の
後
衷
た
本
貫
地
か

ら
西
へ
、
備
前
地
方
へ
も
伸
び
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
康
安
元
年
、

そ
の
こ
ろ
南
朝
方
に
歯
し
て
い
允
山
名
時
氏
が
、
そ
の
本
領
で
あ
る

山
陰
か
ら
美
作
国
に
侵
入
し
、
同
国
一
円
を
制
圧
し
た
の
ち
、
翌
年

貞
治
元
年
に
は
次
子
義
理
を
将
と
し
て
備
前
国
へ
進
出
せ
し
め
、
山

名
の
軍
勢
は
赤
坂
郡
仁
堀
の
あ
た
り
ま
で
陣
を
進
め
た
。
こ
の
時
、

「
建
国
守
護
松
田
、
河
村
、
福
林
寺
、
浦
上
七
郎
兵
衛
行
郎
等
、
皆
無

勢
ナ
レ
バ
、
出
合
テ
ハ
叶
ハ
シ
ト
や
思
ピ
ケ
ン
」
み
な
自
分
の
城
に

た
て
こ
も
っ
て
山
名
の
軍
勢
に
立
ち
向
う
も
の
が
な
か
っ
た
と
『
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

平
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
備
前
守
護
は
松
田
備
前
守
信

重
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
守
護
松
田
氏
ら
と
並
ん
で
、
山
名
の
軍
勢
を

迎
え
討
つ
べ
き
備
前
国
内
の
武
将
と
し
て
、
浦
上
七
郎
兵
衛
行
景
の

名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
　
『
太
平
記
』
の
記

事
を
そ
の
ま
ま
う
け
と
れ
ば
、
浦
上
行
景
は
当
時
、
備
前
国
内
の
ど

こ
か
、
恐
ら
く
は
東
部
地
域
に
所
領
を
も
ち
、
た
て
こ
も
る
べ
き
城

を
か
ま
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
や
が

て
間
も
な
く
赤
松
則
祐
が
松
田
信
重
に
か
わ
っ
て
備
前
守
護
に
補
任

さ
れ
た
際
、
浦
上
行
景
が
備
前
の
守
護
代
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
赤
松
則
祐
が
備
前
国
の
守
護
に
補

任
さ
れ
た
の
は
恐
ら
く
貞
治
三
年
中
の
こ
と
で
あ
っ
え
と
推
定
さ
れ

る
。
こ
の
前
年
の
貞
治
二
年
九
月
、
そ
れ
ま
で
南
朝
に
属
し
て
最
も

強
力
な
反
幕
府
勢
力
と
な
っ
て
い
た
山
名
時
氏
が
幕
府
に
帰
順
の
意

を
表
し
、
翌
三
年
三
月
子
息
氏
冬
・
時
義
ら
を
先
ず
上
洛
せ
し
め
る

に
至
っ
て
、
山
名
氏
は
そ
れ
ま
で
支
配
下
に
掌
握
し
て
い
た
国
々
の

う
ち
、
幕
府
か
ら
改
め
て
伯
蕎
・
因
幡
・
美
作
・
丹
波
・
丹
後
五
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

国
の
守
護
職
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
八
月
に
は
山
名
時
氏
も
美
作

国
か
ら
上
洛
し
た
が
、
こ
の
山
名
氏
帰
順
の
際
に
、
同
様
そ
れ
ま
で

山
名
氏
の
棚
圧
下
に
あ
っ
た
備
前
国
の
守
護
職
の
交
替
も
行
な
わ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
、
松
田
儒
重
に
か
わ
っ
て
、
隣
国
播
磨
の
守
護
赤

松
則
祐
が
備
前
国
守
護
職
を
も
兼
帯
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
年
二
月
ま
で
は
松
田
信
重
が
備
前
の
守
護
職
を
保
っ
て
い
た
こ

と
は
、
　
『
額
安
寺
文
書
』
の
貞
治
三
年
二
月
額
安
寺
男
掌
良
勝
訴
状

案
の
文
中
に
「
当
守
護
松
田
備
前
守
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か

で
あ
る
が
、
　
『
春
日
神
社
文
書
』
に
、
貞
治
四
年
二
月
五
臼
付
で
、

将
軍
足
利
義
詮
が
春
日
社
造
営
料
と
し
て
諸
国
棟
別
銭
賦
課
の
こ
と

を
國
々
の
守
護
に
宛
て
て
令
し
て
い
る
御
判
御
教
書
が
あ
り
、
、
こ
の

時
の
備
前
守
護
は
、
播
磨
守
護
と
併
せ
て
赤
松
則
祐
に
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
赤
松
則
祐
の
備
前
守
護
拝
任
は
、
貞
治
三
年
二
月
以
後
、
貞

治
騰
年
二
月
以
前
で
、
恐
ら
く
貞
治
三
年
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考

え
て
よ
い
。

　
赤
松
則
祐
が
備
前
国
守
護
職
を
兼
帯
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
主

年
後
の
貞
治
六
年
十
一
月
、
熊
野
山
本
宮
領
の
備
前
国
散
在
斗
餅
田

に
対
す
る
荊
木
四
郎
左
衛
門
尉
な
る
者
の
押
領
を
退
く
べ
き
旨
を
令

し
た
幕
府
奉
行
人
の
奉
書
が
、
浦
上
七
郎
兵
衛
尉
（
行
景
）
に
宛
て
て

出
さ
れ
、
行
景
は
、
そ
の
奉
書
の
旨
を
河
内
五
郎
左
衛
門
尉
・
奥
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

大
蔵
丞
両
人
に
宛
て
て
遵
黙
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
か
ら
し
て
、
当

時
、
浦
上
行
景
が
備
前
国
の
守
護
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
恐
ら
く
赤
松
則
祐
が
備
前
守
護
に
補
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
三

景
が
そ
の
守
護
代
を
撫
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
熊
野
山
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
せ

宮
領
備
前
国
散
在
斗
餅
田
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
弘
西
郷
（
御

　
　
　
　
　
　
に
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
ろ
い

野
郡
）
六
町
、
幡
多
郷
（
上
道
郡
）
四
町
九
段
四
十
代
、
物
理
郷
（
磐
梨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
せ

郡
）
二
町
八
段
、
草
壁
郷
（
上
道
郡
）
二
町
二
段
四
十
代
、
肩
背
郷
（
磐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
づ

梨
郡
）
一
町
八
段
、
宇
治
郷
（
上
道
郡
）
一
町
、
居
都
郷
下
村
（
上
道
郡
と

町
、
財
郷
（
上
道
郡
）
一
町
八
段
、
福
岡
庄
内
本
庄
北
方
（
邑
久
郡
）
二

町
五
段
の
田
地
で
、
旭
川
流
域
か
ら
吉
井
川
流
域
に
わ
た
っ
て
備
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

国
内
の
諸
経
に
分
布
し
て
い
る
。

　
浦
上
行
景
に
次
い
で
、
守
護
赤
松
則
祐
の
も
匙
で
備
前
守
護
代
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
人
物
と
し
て
、
浦
上
聖
跡
助
宗
隆
の
名
が
、

備
前
一
宮
で
あ
る
吉
備
津
彦
神
社
の
文
書
に
見
え
る
。
こ
の
文
書
は
、

応
安
三
年
六
月
、
浦
上
掃
部
助
宗
隆
か
ら
備
前
吉
備
津
宮
社
務
大
藤

内
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
、

　
一
宮
神
傾
属
国
中
社
濫
悪
習
事
、
如
先
例
、
其
方
可
被
申
付
候
、
骨
無
承

　
引
金
僻
者
、
此
方
へ
可
承
候
、
為
後
日
如
件
、

　
　
　
⑫

と
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
浦
上
家
隆
は
、
こ
の
文
書
の
出

さ
れ
て
い
る
応
安
三
年
当
時
、
備
前
守
護
代
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
翌
年
の
応
安
四
年
十
一
月
二
十
九
日
に
赤
松
則
祐

は
卒
去
し
、
嫡
子
義
則
が
播
磨
・
備
前
両
国
守
護
職
を
継
い
で
い
る

が
、
新
守
護
義
則
の
も
と
で
備
前
守
護
代
と
し
て
早
く
そ
の
名
の
み
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え
る
の
は
、
浦
上
帯
刀
左
衛
門
尉
助
景
で
あ
る
。

　
浦
上
助
景
の
名
は
、
　
備
前
国
金
岡
東
庄
の
所
務
に
関
連
し
て
、

『
額
安
寺
文
書
』
の
中
に
出
て
く
る
。
金
岡
東
庄
は
鎌
倉
末
期
の
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

以
来
、
大
和
国
繭
大
寺
末
の
額
安
寺
が
領
家
職
を
保
有
し
て
い
た
が
、

応
安
七
年
九
月
、
備
前
守
護
赤
松
義
則
が
幕
府
の
御
教
書
の
旨
に
任

せ
、
　
「
兵
穣
方
預
人
し
即
ち
半
済
の
預
人
福
原
三
郎
を
退
け
て
同
庄

領
家
職
を
一
円
重
安
寺
雑
掌
に
渡
付
せ
し
む
べ
き
由
を
浦
上
帯
刀
左

衛
門
尉
（
助
景
）
に
令
し
た
施
行
状
、
助
景
が
こ
の
旨
を
富
田
五
郎
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

衛
門
尉
な
る
も
の
に
伝
え
た
遵
行
状
、
ま
た
金
岡
東
庄
の
近
傍
の
豊

原
庄
の
住
人
岡
本
彦
次
郎
入
道
・
同
舎
弟
七
郎
五
郎
・
須
恵
弥
次
郎

・
平
福
入
道
以
下
の
輩
が
、
同
年
九
月
二
十
日
金
岡
菓
庄
に
打
入
っ

て
濫
妨
を
行
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
不
日
追
放
彼
等
、
可
被
全
雑

r
掌
所
務
、
興
国
狼
籍
也
、
為
向
後
、
可
有
誠
沙
汰
之
由
」
を
浦
上
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

景
に
令
し
た
幕
府
奉
行
人
の
奉
書
を
は
じ
め
、
　
『
額
安
寺
文
書
』
の

中
に
、
浦
上
帯
刀
左
衛
門
超
群
景
が
備
前
守
護
代
と
し
て
、
そ
の
所

務
を
執
行
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
文
書
が
、
応
安
七
年
か
ら
康
暦

二
年
（
一
三
七
四
～
八
○
）
に
わ
た
っ
て
十
通
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
る
。

恐
ら
く
浦
上
掃
部
助
宗
隆
が
、
前
守
護
赤
松
則
祐
の
卒
去
と
と
も
に

備
前
守
護
代
の
任
を
退
き
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
浦
上
助
景
が
新
守
護

赤
松
義
則
の
も
と
で
備
前
守
護
代
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
南

北
朝
末
の
こ
の
時
期
に
、
少
な
く
と
も
十
年
ち
か
く
の
期
間
に
わ
た

ら
て
浦
上
助
景
が
備
前
守
護
代
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
貞
治
三
年
赤
松
則
祐
が
播
磨
国
守
護
職
に
加
え
て

備
前
国
守
護
職
を
兼
帯
し
て
以
来
、
次
の
守
護
赤
松
義
則
の
も
と
に

お
い
て
も
、
南
北
朝
末
の
頃
に
至
る
ま
で
、
浦
上
氏
の
一
族
が
引
き

つ
づ
き
交
替
し
て
備
前
國
の
守
護
代
に
補
任
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

後
年
、
浦
上
氏
と
備
前
国
、
殊
に
備
前
東
部
地
域
と
の
結
び
つ
き
は

極
め
て
深
い
も
の
と
な
り
、
本
貫
地
で
あ
る
西
播
磨
よ
り
も
、
備
前

東
部
地
域
の
方
が
、
む
し
ろ
浦
上
氏
の
本
領
の
地
の
ご
と
く
に
な
る

が
、
こ
の
こ
と
は
、
前
記
の
ご
と
く
、
赤
松
山
窟
が
は
じ
め
て
備
前

守
護
と
な
る
と
と
も
に
浦
上
行
景
が
ま
ず
最
初
の
備
前
守
護
代
と
な

り
、
そ
の
後
も
引
き
つ
づ
き
浦
上
氏
の
一
族
が
備
前
守
護
代
を
う
け

つ
い
だ
縁
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
守
護
赤
松
氏
の
も
と
に
お
け
る
初
期
の
備
前

守
護
代
と
し
て
名
の
出
て
く
る
浦
上
行
景
、
宗
隆
、
助
景
が
、
果
た

し
て
ど
の
よ
う
な
系
譜
上
の
つ
な
が
り
を
も
つ
の
か
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
や
は
り
明
確
な
史
料
は
な
い
。
卵
塊
と
助
景
は
「
景
」
の

一
字
の
付
い
た
名
か
ら
推
察
し
て
、
父
子
も
し
く
は
兄
弟
の
関
係
が
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赤松被官浦上氏についての一考察（水野）

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
宗
隆
が
三
景
・
助
景
ら
と
、
ど
の
よ
う

に
結
び
つ
く
か
は
、
よ
く
判
ら
な
い
。
し
か
し
極
め
て
近
い
一
族
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
三
者
の
う
ち
、
宗
隆

に
つ
な
が
る
直
系
の
子
孫
と
し
て
、
応
仁
・
文
明
期
の
浦
上
則
宗
が

出
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

　
南
北
朝
時
代
の
中
・
、
末
期
に
、
守
護
赤
松
則
祐
・
義
則
の
も
と
に

お
け
る
備
前
守
護
代
と
し
て
、
浦
上
行
景
・
同
宗
隆
・
同
輩
景
ら
の

名
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
こ
ど
く
で
あ
る
が
、
こ
の
の
ち
南
北

朝
合
一
後
の
義
則
の
時
代
か
ら
、
次
の
守
護
赤
松
満
祐
の
時
代
に
か

け
て
、
浦
上
一
族
で
、
特
に
顕
著
な
存
在
と
し
て
史
料
の
上
に
そ
の

名
の
出
て
く
る
も
の
が
、
し
ば
ら
く
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
応
永
三
十
四
年
九
月
、
播
磨
・
美
作
守
護
赤
松
義
則
が
卒
去
し
、

そ
の
跡
職
に
つ
い
て
、
将
軍
足
利
義
持
が
、
赤
松
氏
に
と
っ
て
は
本

領
の
地
で
あ
る
播
磨
国
を
、
義
則
の
嫡
男
満
祐
か
ら
召
し
上
げ
て
、

義
持
の
寵
愛
す
る
赤
松
春
日
部
家
（
貫
高
の
次
男
貞
緬
の
世
系
）
の
持
貞

（
拳
蟹
の
孫
）
に
与
え
よ
う
と
し
、
こ
れ
を
不
満
と
す
る
満
祐
は
十
月

下
旬
京
都
の
邸
に
火
を
放
っ
て
本
国
播
磨
に
下
国
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
幕
府
は
山
名
上
騰
・
一
色
義
貫
ち
を
追
討
軍
と
し
て
進
発
せ
し

め
る
こ
と
と
し
た
が
、
こ
の
時
、
「
備
前
守
護
代
小
寺
、
井
小
川
等
」

備
前
国
内
の
守
護
被
官
人
た
ち
が
、
い
ち
早
く
幕
府
に
降
参
を
申
入

れ
た
こ
と
が
『
満
潮
激
后
日
記
』
（
応
永
三
十
四
年
十
月
廿
六
日
～
廿
九

日
の
条
）
に
見
え
て
い
る
。
　
こ
の
事
件
は
、
そ
の
後
間
も
な
く
持
貞

が
、
将
軍
義
持
の
侍
女
と
の
間
の
不
祥
事
件
の
暴
露
に
よ
っ
て
死
を

賜
わ
る
結
果
と
な
り
、
結
局
、
満
祐
が
義
則
の
遺
跡
を
継
ぐ
こ
と
と

な
る
が
、
こ
の
事
件
当
時
の
備
前
守
護
代
は
『
満
済
准
后
日
記
』
の

記
事
に
よ
れ
ば
小
寺
氏
で
あ
っ
て
、
浦
上
氏
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
嘉
吉
の
乱
の
際
の
記
録
の
一
つ
で
あ
る
『
嘉
吉
軍
物
語
』

（『

d
磨
飯
尾
文
薔
』
所
収
）
の
中
に
、
将
軍
足
利
義
教
を
討
っ
て
播
磨

に
下
国
し
た
赤
松
下
薬
の
箪
勢
が
、
幕
府
の
追
討
軍
を
む
か
え
て
の

軍
陣
の
配
備
を
記
し
て
い
る
箇
条
に
、
　
「
備
前
口
大
将
、
永
良
・
上

原
・
薬
師
寺
・
守
護
代
小
寺
伊
勢
守
・
河
匂
等
也
、
其
巻
数
百
騎
、

敵
者
松
田
母
野
合
戦
ス
」
と
見
え
、
嘉
吉
の
乱
当
時
の
備
前
守
護
代

も
小
寺
，
氏
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
こ
の
嘉
吉
の
乱
の
頃
の
浦
上
氏
に
関
し
て
は
、
　
『
嘉
吉
物
語
』
に
、

将
軍
義
教
を
討
取
っ
て
京
都
か
ら
播
磨
へ
下
る
赤
松
の
軍
勢
の
模
様

を
叙
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
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去
程
に
、
赤
松
の
一
門
パ
か
く
て
有
へ
き
事
な
ら
ず
、
う
っ
て
も
な
く
敵

　
も
な
し
、
さ
ら
は
国
へ
下
る
へ
し
、
急
き
み
な
／
、
用
意
せ
よ
と
て
へ
○

　
中
略
）
赤
松
の
一
門
都
卑
下
勢
三
百
八
拾
九
割
引
て
、
馬
を
は
や
め
て
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
赤
松
則
尚
）

　
ち
給
ふ
。
先
陣
は
浦
上
の
四
郎
宗
安
、
二
番
常
陸
彦
五
郎
殿
、
三
番
は
赤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
満
山
）

　
　
（
義
雅
）

　
松
伊
星
影
、
四
番
は
赤
松
大
膳
大
夫
殿
の
御
輿
、
（
○
下
略
）

と
あ
っ
て
、
浦
上
四
郎
宗
安
が
、
赤
松
則
尚
（
言
伝
の
弟
陸
島
の
子
）
、

赤
松
義
雅
（
満
祐
の
弟
）
ら
と
と
も
に
先
陣
を
承
っ
た
と
し
て
お
り
、

こ
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
浦
上
四
郎
宗
安
と
い
う
者
が
、
当
時
赤
松

被
官
の
中
で
、
か
な
り
有
力
な
位
置
を
占
め
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
前
掲
の
『
飯
尾
文
書
』
所
収
の
『
嘉
吉
軍
物

語
』
に
、
播
麿
へ
下
っ
た
の
ち
の
赤
松
の
軍
勢
の
行
動
を
記
し
て
、

一
、
兵
庫
エ
夜
討
被
遊
、
依
藤
太
郎
左
衛
門
尉
、
浦
上
七
郎
兵
衛
～
族
、
櫛

　
橋
左
京
、
中
村
丹
後
、
其
許
数
百
騎
、
京
勢
知
覧
寺
ニ
テ
酒
宴
半
二
推
寄

　
ト
イ
エ
ト
モ
、
無
案
内
故
、
合
戦
仕
損
、
大
勢
被
討
、
少
々
遁
下
、

と
見
え
、
ま
た
「
白
幡
ノ
城
外
、
大
田
一
類
・
間
嶋
一
族
・
浦
上
警

固
ス
」
と
あ
る
。
こ
の
記
事
の
う
ち
、
兵
庫
の
京
勢
へ
夜
討
を
か
け

た
軍
勢
の
中
の
浦
上
七
郎
兵
衛
一
族
と
い
う
の
は
、
七
郎
兵
衛
と
い

う
名
乗
り
か
ら
し
て
、
さ
き
の
南
北
朝
期
の
浦
上
七
郎
兵
衛
行
景
の

福
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
田
・
間
嶋
ら
赤
松
氏
の
一
族
と
と
も
に
、

（
旗
）

白
幡
城
の
警
固
を
承
っ
て
い
る
浦
上
と
あ
る
の
は
、
恐
ら
く
浦
上
四

郎
宗
安
で
あ
ろ
う
。
岡
山
藩
の
学
者
土
肥
経
過
の
著
わ
し
た
『
備
前

軍
記
』
に
ゆ
「
三
石
誠
煮
た
り
し
璽
四
郎
萎
学
齢
鋤
は
農
城

に
て
赤
松
と
与
に
戦
死
す
」
と
し
て
い
る
が
．
赤
松
満
祐
ら
が
最
後

に
た
て
こ
も
っ
て
討
死
を
遂
げ
た
の
は
、
こ
の
赤
穂
郡
赤
松
の
白
旗

城
で
は
な
く
し
て
、
揖
西
郡
越
部
庄
の
木
山
城
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『
播
陽
万
宝
智
恵
袋
』
所
収
の
『
赤
松
家
伝
袖
ノ
記
』
に
記
さ
れ
て

　
　
（
木
山
）

い
る
「
城
山
寵
城
八
十
八
人
覚
書
」
の
中
に
、
浦
上
四
郎
の
名
が
見

え
て
い
る
の
で
、
浦
上
四
郎
宗
安
は
、
は
じ
め
白
旗
城
を
守
り
、
最

後
、
木
山
城
に
た
て
こ
も
っ
て
赤
松
満
祐
ら
と
と
も
に
討
死
を
遂
げ

た
も
の
と
み
る
の
が
妥
蜜
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
『
備
前
軍
記
』
に
、
浦
上
宗
安
に
つ
い
て
、

「
三
石
城
主
た
り
し
浦
上
四
郎
宗
安
馬
齢
鋤
」
と
し
て
い
る
の
は
、
注

図
さ
れ
る
記
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
記
事
に
つ
づ
い
て
、
　
「
其

子
は
い
ま
だ
幼
若
な
り
し
を
、
其
後
民
聞
に
か
く
し
置
き
ぬ
噂
後
に

浦
上
美
作
守
則
宗
と
い
う
是
也
し
と
記
し
て
、
浦
上
則
宗
を
、
こ
の

四
郎
宗
安
の
子
で
あ
る
と
し
、
南
北
朝
時
代
応
安
の
こ
ろ
に
備
前
守

護
代
で
あ
っ
た
浦
上
掃
淵
叢
宗
隆
の
子
が
四
郎
宗
安
で
あ
り
、
宗
安

の
子
が
則
宗
で
あ
る
と
い
う
系
譜
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
宗
安
が
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備
前
三
石
城
主
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
の
記
事
に

　
　
先
立
っ
て
、
浦
上
宗
隆
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
箇
所
で
、

　
　
　
備
前
の
国
の
守
護
職
を
赤
松
律
師
則
祐
に
賜
り
し
時
、
其
身
は
播
州
白
旗

　
　
　
城
に
あ
り
て
、
其
後
、
浦
上
掃
部
助
宗
隆
を
備
前
国
三
石
城
に
躍
て
、
当

　
　
　
国
を
治
め
し
む
。

　
　
　
　
　
⑲

　
　
と
記
し
て
、
浦
上
宗
隆
が
赤
松
則
祐
か
ら
備
前
守
護
代
に
任
ぜ
ら
れ

　
　
た
時
、
宗
隆
は
備
前
国
和
気
郡
の
三
石
城
に
治
し
、
以
来
、
そ
の
子

　
　
宗
安
も
三
石
城
に
本
拠
を
か
ま
え
て
い
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
土
肥
経
平
が
『
備
前
軍
記
』
の
中
で
、
浦
上
則
宗
の
父
祖
に
つ
い

　
　
て
、
こ
の
よ
う
な
記
述
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
何
か
確
か
な
典
拠
が

　
　
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
諸
種
の
史
料
か
ら
の
経
平
の
考
証
に
よ

動
　
る
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
記
述
は
か
な
り
妥
当
性
を
も
つ

休察
　
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
則
宗
は
永
享
元
年
の
生
れ
で
あ
っ
て
、

考

一
　
南
北
朝
末
期
の
宗
隆
か
ら
、
宗
隆
－
宗
安
－
則
宗
と
う
け
つ
ぐ
世
系

の
《
　
は
、
年
代
的
に
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
し
、
且
つ
、
こ
の
三
者

飢に
　
の
名
に
共
通
し
て
い
る
「
宗
」
の
一
字
は
、
則
宗
の
あ
と
も
、
祐
宗
、

氏趾
　
宗
助
、
村
宗
、
宗
久
、
政
宗
、
宗
景
な
ど
、
こ
の
世
系
に
う
け
つ
が

縮
　
れ
て
い
る
一
字
で
も
あ
る
。
ま
た
『
蔭
涼
軒
臼
録
』
の
中
に
、
則
宗

松赤
　
自
身
が
、
自
分
の
祖
父
の
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
記
事
が
あ
る
。

こ
れ
は
蔭
涼
鮮
主
亀
泉
集
証
が
、
長
享
二
年
正
月
、
近
江
出
陣
中
の

　
　
　
　
　
　
が
り

将
軍
義
尚
の
鉤
の
陣
所
に
参
上
し
て
年
頭
を
賀
し
た
際
、
同
じ
く
在

陣
中
の
浦
上
則
宗
の
陣
所
を
も
訪
ね
た
折
の
談
話
の
中
に
、

　
播
州
保
王
寺
事
、
択
吉
日
霜
害
進
摩
可
進
、
彼
本
尊
老
地
蔵
着
物
也
、
昔

　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
や
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
我
祖
父
美
作
入
道
、
為
御
敵
追
討
向
作
州
時
、
大
敵
籠
篠
向
城
、
攻
落
彼

　
城
応
護
大
敵
、
及
凱
旋
之
日
、
持
此
薩
幕
営
、
安
置
保
寿
寺
、
致
公
私
懇

　
祈
、
誠
当
家
鎮
護
之
野
島
、
（
傍
点
筆
者
）

と
則
宗
が
語
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
出

て
く
る
「
我
祖
父
美
作
入
道
」
は
、
実
は
「
掃
部
助
宗
隆
」
と
同
一

人
物
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
則
宗
も
、
寛

正
三
年
以
後
は
「
美
作
守
」
を
称
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
年
の
寛
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
年
ま
で
は
「
掃
部
助
」
を
称
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
と
、

互
に
符
合
す
る
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
祖
父
美
作
入

道
が
「
御
敵
追
討
の
た
め
作
州
に
向
う
時
」
と
あ
る
の
は
、
賜
徳
の

乱
の
時
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
明
徳
記
』
に
、
明
徳
工
年
十
二

月
号
松
義
劉
が
山
名
氏
清
ら
を
京
都
の
合
戦
に
打
破
っ
て
、
同
三
年

正
月
美
作
国
守
護
職
を
与
え
ら
れ
た
後
、
な
お
美
作
国
内
に
残
る
山

名
の
党
追
討
の
た
め
に
軍
を
進
め
た
こ
と
を
記
し
て
、
　
「
赤
松
上
総

介
義
則
、
播
磨
・
備
前
両
国
ノ
勢
一
千
八
百
鯨
骨
ヲ
三
手
二
分
テ
、
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美
作
国
二
擁
立
テ
、
国
中
ノ
者
共
皆
御
方
二
成
テ
ケ
レ
バ
し
と
記
し

て
い
る
の
が
、
そ
れ
に
当
た
る
と
思
わ
れ
、
応
安
三
年
頃
の
掃
部
助

宗
隆
が
、
明
徳
三
年
頃
の
美
作
入
道
で
あ
る
こ
と
は
、
年
代
的
に
も

不
可
能
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
て
、
浦
上
宗
隆
が
、
則

宗
の
場
合
と
同
様
に
、
は
じ
め
掃
部
助
を
称
し
て
い
た
が
、
の
ち
美

作
守
と
称
し
、
明
徳
の
乱
の
頃
に
は
入
道
し
て
「
美
作
入
道
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
と
推
考
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、

「
掃
部
助
」
の
称
は
、
則
宗
の
あ
と
も
、
則
宗
の
嫡
子
則
景
、
嫡
孫

村
宗
（
実
は
則
宗
の
甥
宗
助
の
子
）
、
村
宗
の
嫡
子
政
宗
が
、
ま
た
代
々
う

け
つ
い
で
掃
町
営
を
称
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
前
記
の

ご
と
く
、
毒
心
の
祖
先
と
し
て
宗
隆
－
宗
安
－
則
宗
と
い
う
系
譜
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

考
え
る
こ
と
は
、
極
め
て
可
能
性
の
高
い
推
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
備
前
三
石
城
は
、
や
は
り
則
宗
以
後
の
浦
上
氏
が
、

村
宗
の
頃
に
至
る
ま
で
、
そ
の
本
城
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
南
北
朝
時
代
、
守
護
赤
松
則
祐
の

晩
年
応
安
の
頃
に
備
前
国
の
守
護
代
で
あ
っ
た
浦
上
宗
隆
の
世
系
が
、

応
仁
・
文
明
期
に
守
護
赤
松
家
の
宿
老
と
し
て
権
勢
を
握
っ
た
浦
上

則
宗
で
あ
り
、
宗
隆
が
備
前
守
護
代
で
あ
っ
た
頃
に
備
前
葉
部
地
方

に
所
領
を
持
っ
て
、
和
気
郡
三
石
に
城
を
か
ま
え
、
こ
の
宗
隆
の
流

れ
の
浦
上
氏
は
、
以
来
こ
の
備
前
東
部
地
方
を
本
領
の
地
と
し
て
勢

力
を
張
っ
た
と
産
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
応
永
年

間
の
末
か
ら
嘉
吉
の
乱
に
至
る
頃
の
備
前
守
護
代
と
し
て
は
小
寺
氏

の
名
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
頃
、
則
宗
の
父
宗
安
も
上
露
地
方
の
所

領
を
本
拠
に
一
守
護
赤
松
氏
の
有
力
な
被
官
の
一
人
と
し
て
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

を
保
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

　
な
お
浦
上
氏
の
系
譜
は
、
則
宗
以
後
に
つ
い
て
も
、
諸
系
図
の
伝

え
る
と
こ
ろ
に
異
同
が
あ
っ
て
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
則

宗
以
後
分
浦
上
氏
の
世
系
に
つ
い
て
、
最
も
真
実
に
近
い
も
の
を
伝

え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
備
前
国
邑
久
郡
の

千
手
山
弘
法
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
中
の
一
枚
の
古
系
図
が
あ
る
。

こ
れ
は
一
枚
の
紙
に
、
則
宗
以
後
の
浦
上
氏
の
系
譜
を
簡
略
に
記
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
戦
国
初
期
の
大
永
年
間
前
後
、
浦
上
村

宗
の
時
代
の
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
そ
れ
に
は
次
頁
に
掲
げ
た
よ

う
な
系
図
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
則
宗
に
は
兄
則
永
が
い
た
が
、
こ
の
則
永
は
嘉

吉
の
乱
に
際
し
て
赤
松
の
軍
勢
と
し
て
出
頭
せ
ず
、
信
濃
国
に
出
奔

し
て
同
地
に
お
い
て
死
去
し
、
舎
弟
の
則
宗
が
家
督
を
継
い
だ
と
し

て
い
る
。
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（
広
）

　
　
普
光
院
殿
依
薄
給
御
首
終
無
出
頭
、
於
儒
一
国
死
去
、

　
一
浦
上
信
濃
守
　
　
　
　
則
永

　
　
（
脅
）

　
　
捨
弟
、
惣
領
被
続
畢
、

　
1
同
　
美
作
守
　
　
　
　
則
宗

　
　
嫡
子
、
於
片
島
六
月
廿
四
日
死
虫
、
打
死
、

　
1
同
　
掃
部
助
　
　
　
　
三
景

　
　
依
則
紫
打
死
、
安
富
筑
後
守
跡
息
被
養
子
畢
、

　
1
同
　
鍵
太
郎
　
　
　
　
被
宗

　
　
右
、
近
江
守
跡
息
、
則
宗
お
い
孫
也
、
本
筋
、

　
－
同
　
掃
部
助
　
、
　
　
村
宗

　
　
村
宗
息

　
－
同
　
美
作
守
　
　
　
　
政
宗

　
　
　
　
右
、
信
濃
守
跡
嫡
子
也
、
備
前
守
護
代
、

　
　
　
一
三
江
守
　
　
　
　
宗
助

　　　
　
1
信
濃
守
　
　
　
　
則
之

　
　
　
　
是
ヨ
リ
以
前
不
入
事
、

ま
た
則
宗
の
嫡
子
測
景
が
片
島
の
合
戦
で
討
死
し
た
と
の
記
載
は
、

『
蔭
涼
軒
日
録
』
（
文
明
十
七
年
六
月
四
日
の
条
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
則
景
）

　
此
日
於
播
州
片
島
、
浦
上
掃
部
助
、
嶋
津
左
京
亮
、
粟
井
新
左
衛
門
尉
、

　
其
外
数
十
輩
討
死
、
可
歎
惜
者
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
見
え
て
い
る
記
事
と
一
致
す
る
し
、
（
六
月
四
日
が
廿
四
日
に
誤
っ
て

は
い
る
が
）
、
則
景
の
討
死
後
、
細
川
氏
の
被
官
安
富
氏
の
子
息
を

養
子
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
『
蔭
涼
軒
日
録
』
漕
長
享
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ご
ろ

年
正
月
四
臼
の
条
）
に
、
　
「
浦
上
、
頃
、
以
安
富
新
兵
衛
尉
息
三
歳
、

為
猶
子
、
付
嘱
家
督
」
と
あ
る
記
事
と
符
合
し
て
い
る
。
更
に
、
近

江
守
宗
助
が
「
信
濃
守
跡
嫡
子
」
即
ち
三
嘆
の
兄
則
永
の
嫡
子
で
あ

り
、
従
っ
て
宗
助
の
子
で
あ
る
村
宗
は
、
皇
宗
の
「
お
い
孫
」
に
あ

た
る
が
、
　
「
本
筋
」
の
家
督
を
う
け
つ
ぐ
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、

他
の
浦
上
馬
の
諸
系
鳳
が
殆
ん
ど
則
景
・
祐
宗
の
記
載
を
欠
き
、
且

つ
、
宗
助
を
則
宗
の
子
と
し
て
い
る
の
と
比
べ
て
、
こ
の
『
弘
法
寺

文
書
』
の
古
系
図
が
、
最
も
真
実
に
近
い
も
の
を
伝
え
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
古
系
図
の
伝
え
に
重
き
を
置
い
て
、
浦
上
則
宗
を

中
心
と
し
た
浦
上
氏
の
世
系
を
考
定
す
れ
ば
、
大
体
、
次
の
ご
と
き

も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
－
則
永
一
宗
助
一
村
宗

宗
隆
一
宗
安
－

四

　
　
1
則
之
－
宗
久

則
虐
駅
勲
匡
村
出
ホ
贔
鵬

　
浦
上
氏
の
出
自
な
い
し
世
系
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
上
記
の
ご
と
き

も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
浦
上
氏
が
守
護
赤
松
家
の
盛
衰
の
歴
史
の
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中
で
、
殊
に
大
き
な
存
在
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
最
初
に
ふ

れ
た
ご
と
く
浦
上
則
宗
の
時
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
瑚
宗
の

活
動
が
文
献
の
上
に
も
は
っ
き
り
と
見
え
は
じ
め
て
く
る
の
は
、
嘉

吉
の
乱
で
赤
松
惣
領
家
が
一
時
没
落
し
た
の
ち
、
長
禄
二
年
に
赤
松

次
郎
法
師
丸
（
政
鋼
）
が
、
赤
松
惣
領
家
の
家
督
と
し
て
再
び
幕
府
に

召
出
さ
れ
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
嘉
吉
の
乱
後
に
お
け
る
赤
松
惣
領
家
の
再
興
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

特
に
浦
上
氏
の
動
向
を
中
心
と
し
て
で
は
な
い
が
、
さ
き
に
小
論
を

　
　
　
　
　
　
　
㊧

試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
嘉
吉
の
乱
後
、

山
名
持
豊
一
族
の
手
に
渡
っ
た
赤
松
氏
の
旧
領
国
回
復
の
動
き
は
、

赤
松
政
則
が
幕
府
に
召
出
さ
れ
る
以
前
す
で
に
工
回
あ
っ
た
。
一
度

は
文
安
元
年
、
赤
松
氏
の
庶
流
赤
松
大
河
内
家
の
満
政
・
教
政
父
子

が
赤
松
満
祐
の
甥
の
　
人
溜
尚
ら
と
と
も
に
播
磨
に
兵
を
起
こ
し
て

敗
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
次
い
で
は
享
徳
三
年
、
赤
松
則
尚
が
再
度
、

内
々
細
川
讃
岐
守
成
之
ら
の
支
持
を
得
て
播
磨
に
軍
を
起
こ
し
た
が
、

こ
れ
ま
た
敗
れ
て
翌
四
年
四
月
、
備
前
の
鹿
久
居
島
（
和
気
郡
）
に
逃

れ
て
自
尽
し
て
い
る
。
こ
の
則
尚
の
挙
兵
の
際
、
細
川
一
族
の
成
之

ら
が
背
後
か
ら
助
力
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
同
様
に
、
長
禄
二

年
に
赤
松
次
郎
法
師
丸
が
赤
松
惣
領
家
の
家
督
と
し
て
幕
府
に
弼
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
後
に
も
、
当
時
の
管
領
細
川
勝
元
の
強
い

支
持
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
　
『
蔭
薫
習
臼
録
』
の
記
事
を
尤
む
て
は
っ

　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
り
と
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
細
川
氏
の
対
山
名
政

略
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
嘉
吉
の
乱
後
、

赤
松
氏
の
旧
領
国
播
磨
・
備
前
・
美
作
を
支
配
下
に
収
め
た
山
名
持

豊
～
族
の
保
有
す
る
守
護
領
国
は
、
当
時
こ
の
三
国
の
ほ
か
但
馬
・

囚
幡
・
伯
著
・
石
兇
・
備
後
・
安
藝
を
併
せ
て
九
ケ
国
の
広
き
に
及

び
、
六
分
一
掃
と
呼
ば
れ
た
明
徳
の
乱
の
前
の
頃
に
匹
敵
す
る
勢
力

を
形
成
し
て
い
た
。
管
領
家
の
う
ち
の
最
大
の
勢
力
で
あ
っ
た
細
川

氏
が
、
こ
の
山
名
氏
を
最
も
強
大
な
敵
対
勢
力
と
し
て
意
識
し
た
こ

と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
細
川
氏
の
赤
松
家
再
興
へ
の
強
い
支
持
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
山
名
勢
力
の
一
角
を
崩
し
得
る
と
の
考
え
に
出
で
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
赤
松
家
再
興
の
対
象
と
し
て
次
郎
法
師
丸
が
選
ば

れ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
偶
然
で
あ
っ
て
、
組
川
勝
元
ら
に
赤
松
赦
免

に
つ
い
て
の
絶
好
の
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
赤
松
遣
臣

た
ち
の
神
璽
奪
還
事
件
と
、
次
郎
法
師
丸
と
が
、
た
ま
た
ま
関
連
を

も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
神
璽
奪
還
事
件
と
は
、
嘉

吉
の
乱
撃
闘
も
な
い
同
三
年
九
月
、
後
南
朝
の
与
党
に
よ
っ
て
皇
居
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よ
り
奪
い
去
ら
れ
て
い
た
神
璽
を
、
長
禄
二
年
八
月
、
小
寺
藤
兵
衛

入
道
性
説
以
下
赤
松
の
遺
臣
た
ち
が
、
．
吉
野
の
奥
に
潜
入
し
奪
還
し

た
事
件
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
出
来
事
の

次
第
を
最
も
詳
細
に
書
き
伝
え
て
い
る
記
録
は
『
南
方
御
退
治
条
々
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
題
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
神
璽
奪
還
の
こ
と
に
つ
い
て
赤
松
遺
漏
た
ち
と
の
謀
議

に
与
か
っ
て
い
た
人
物
に
右
大
臣
三
条
実
量
が
あ
っ
た
が
、
三
条
実

量
が
事
に
与
か
っ
た
事
情
に
は
、
次
郎
法
師
丸
の
祖
父
で
嘉
吉
の
乱

に
討
死
を
遂
げ
た
義
雅
（
満
塁
の
弟
）
の
央
人
が
三
条
家
の
女
で
あ
っ

た
と
い
う
関
係
が
あ
る
。
嘉
吉
の
乱
後
、
義
雅
の
遺
児
千
松
丸
（
或
は

千
代
丸
、
九
歳
）
は
、
赤
松
満
政
（
大
河
内
家
）
や
建
仁
寺
の
天
隠
龍
沢
ら

の
手
に
よ
っ
て
、
母
と
と
も
に
三
条
家
の
近
江
の
所
領
の
内
に
か
く

ま
わ
れ
、
成
願
寺
と
い
う
時
宗
の
専
に
入
っ
て
性
存
と
号
し
た
が

（
後
に
還
俗
し
て
時
勝
と
い
う
）
、
　
そ
の
性
存
の
子
は
ま
た
天
隠
龍
沢
の

許
で
養
育
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
次
郎
法
師
丸
で
あ
る
。
次
郎
法
師

丸
と
三
条
家
と
の
問
に
こ
の
よ
う
な
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
三
条

卸
量
の
神
璽
奪
還
の
こ
と
へ
の
参
画
と
な
り
（
ひ
い
て
は
、
三
条
家

の
縁
に
つ
な
が
る
次
郎
法
師
丸
が
赤
松
の
家
督
と
し
て
召
出
さ
れ
る

結
果
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
赤
松
惣
領
家
の
家
督
と
な
っ
た
次

郎
法
師
丸
（
政
則
）
と
、
や
が
て
そ
の
幕
下
の
宿
老
と
し
て
随
一
の
権

勢
を
も
つ
に
至
っ
た
浦
上
三
二
と
の
結
び
つ
き
は
、
ど
こ
か
ら
生
じ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
南
方
御
退
治
条
々
』
に
、
神
璽
奪
還
の
こ
と

に
直
接
関
係
し
た
も
の
と
し
て
名
の
出
て
く
る
赤
松
遺
臣
た
ち
の
中

に
、
浦
上
氏
と
し
て
は
「
浦
上
右
京
亮
」
と
い
う
名
が
見
え
る
が
、

こ
れ
は
聯
装
で
は
な
く
、
神
璽
奪
還
に
関
与
し
た
交
名
の
中
に
は
、

則
察
の
名
は
未
だ
見
ら
れ
な
い
。
神
璽
奪
還
の
こ
と
で
、
計
画
遂
行

の
上
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
の
は
、
『
南
方
御
退
治
条
々
』
に
、

「
為
神
璽
出
現
計
略
、
小
寺
藤
兵
衛
入
道
性
説
、
和
州
落
下
、
小
河

中
務
少
輔
相
共
、
種
々
廻
調
略
」
と
記
さ
れ
て
い
る
小
寺
藤
兵
衛
入

道
で
あ
り
、
一
方
、
こ
の
小
寺
氏
ら
の
大
和
の
現
地
に
お
け
る
調
略

に
対
し
て
、
京
都
に
在
っ
て
幕
府
な
い
し
は
三
条
家
な
ど
と
の
連
絡

の
こ
と
に
当
た
っ
て
い
た
の
は
、
　
「
京
都
雑
掌
」
と
記
さ
れ
て
い
る

堀
兵
庫
助
・
明
石
修
理
亮
・
依
藤
弥
三
郎
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
神
璽
奉
還
の
功
に
よ
り
、
長
禄
二
年
十
一
月
に
次
郎
政
則
（
当

時
四
歳
）
が
赤
松
氏
の
家
督
と
し
て
召
出
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
政
則

に
加
賀
国
半
国
守
護
職
（
河
北
・
石
川
二
郡
、
富
樫
成
春
跡
）
、
備
前
国

新
田
庄
、
伊
勢
国
高
宮
保
が
付
与
さ
れ
て
か
ら
も
、
な
お
し
ば
ら
く
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は
浦
上
則
宗
の
名
は
、
そ
れ
に
関
連
し
た
記
録
の
上
に
出
て
来
な
い
。

『
蔭
涼
軒
日
録
』
（
長
禄
三
年
六
月
十
五
矯
の
条
）
に
、

　
依
赤
松
次
郎
法
師
言
言
、
管
領
細
蟹
論
詰
状
、
矯
奉
懸
御
目
也
、
輪
状
即

　
遣
予
次
郎
法
師
雑
牛
堀
方
、
蓋
為
後
証
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
記
事
は
、
赤
松
政
則
に
付
与
さ
れ
た
備
前
国
新
田

庄
の
内
に
、
三
石
・
吉
永
・
藤
野
の
三
ケ
保
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か

の
こ
と
に
つ
い
て
、
備
前
守
護
山
名
教
之
と
の
聞
に
相
論
が
起
こ
っ

て
い
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
管
領
細
川
勝
元
か
ら
蔭
涼
無
季
晶
群
蘂

に
書
状
が
あ
り
、
真
蘂
は
こ
れ
を
ひ
そ
か
に
将
軍
義
政
の
御
目
に
か

け
る
と
と
も
に
、
後
証
の
た
め
に
、
政
則
の
雑
掌
堀
方
へ
そ
の
書
状

を
送
っ
た
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
兇
え
る
「
次
郎
法

師
雑
掌
」
の
堀
氏
は
、
さ
き
に
神
璽
奪
還
の
計
画
遂
行
中
か
ら
「
京

都
雪
白
」
の
役
に
在
っ
た
堀
兵
庫
助
で
あ
る
こ
之
は
確
か
で
あ
っ
て
、

政
則
の
家
督
相
続
後
も
、
こ
の
堀
兵
庫
助
ら
が
、
幼
主
の
身
辺
諸
事

の
処
理
に
当
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
再
興
後
の
赤
松
家
の
動
静
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い
記
録
を
提
供
し

て
い
る
謬
論
真
蘂
の
『
漏
出
軒
日
録
』
の
中
に
、
浦
上
則
景
の
名
が

次
郎
政
則
の
身
辺
の
も
の
と
し
て
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ

の
の
ち
、
寛
正
二
年
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
前
述
の
ご
と
く
、
こ
の

頃
か
ら
則
宗
は
、
赤
松
政
則
幕
下
の
最
も
有
力
な
存
在
と
し
て
の
勢
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

威
を
急
速
に
高
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
再
興
後
の
赤
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

家
の
中
に
お
け
る
則
宗
の
勢
威
の
顕
著
な
る
台
頭
は
、
一
見
唐
突
の

感
を
い
だ
か
せ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
勢
が
み

ち
び
き
出
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
当
然
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
何
も
の
か

が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
に
の
ぼ
っ
て
く
る
の
が
備
前
国

新
田
庄
（
三
石
・
吉
氷
・
藤
野
の
三
ケ
保
を
含
め
て
）
の
存
在
で
あ
る
。

浦
上
諸
宗
の
世
系
が
、
南
北
朝
末
期
の
宗
隆
の
頃
以
来
、
備
前
国
東

部
地
域
に
勢
力
を
張
り
、
こ
の
地
方
を
む
し
ろ
本
領
の
地
と
し
て
三
r

石
城
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に

ふ
れ
た
が
、
新
田
庄
（
三
ケ
保
を
含
め
て
）
は
、
こ
の
東
備
前
の
和
気

郡
内
の
東
部
一
帯
を
占
め
る
地
域
で
、
三
石
城
が
三
石
保
の
内
に
置

か
れ
た
城
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
鄙
ち
、
新
田
庄
一
帯
の
地

域
こ
そ
、
則
宗
の
父
祖
の
時
代
以
来
、
本
拠
の
地
と
し
て
長
く
そ
の

支
配
の
も
と
に
握
っ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
則
宗
の
世
系
の
浦
上
氏
と
最
も
深
い
結
び
つ
き
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
備
前
国
新
田
庄
が
、
次
郎
政
則
に
赤
松
惣
領
家

の
家
督
が
許
さ
れ
る
と
と
も
に
、
赤
松
氏
の
旧
領
国
で
あ
る
播
磨
・

備
前
・
美
作
三
国
の
中
で
、
た
だ
一
ヵ
所
、
ま
ず
選
び
出
さ
れ
て
赤
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松
領
有
の
地
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
何
か
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
嘉
吉
の
轡
型
、
赤
松
氏
の
旧
領
国
は
、
い
ず
れ
も
山

名
一
族
に
付
与
さ
れ
た
が
（
播
磨
守
護
は
由
名
持
豊
、
傭
前
守
護
は
山
名

教
之
、
美
作
守
護
は
由
名
帳
清
）
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
三
圏
内
に
お

け
る
守
護
赤
松
家
の
直
轄
地
を
は
じ
め
、
赤
松
一
族
と
呼
ば
れ
た
よ

う
な
主
な
被
官
の
所
領
が
、
ど
う
処
置
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ

の
詳
細
は
盟
ら
か
に
し
難
い
が
、
そ
の
多
く
は
当
然
没
収
さ
れ
て
山

名
氏
の
被
官
に
恩
賞
と
し
て
付
与
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
赤

松
一
族
を
形
成
す
る
よ
う
な
被
去
た
ち
以
外
の
一
般
の
鳥
人
衆
に
対

し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
処
置
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
国
人
衆
の
中
に
は
新
守
護
山
名
馬
の
被
官
と
な
る
も
の
も
少
な

く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
赤
松
氏
の
本
国
で
あ
る
播
磨
以
外
の
備

前
・
美
作
地
方
に
お
い
て
は
、
殊
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

浦
上
氏
の
場
合
は
、
赤
松
賃
の
有
力
な
被
官
の
一
人
で
は
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
わ
ゆ
る
「
赤
松
一
族
」
で
は
な
く
、
赤
松
氏
と
の
結
び
つ
き
は
、

他
の
赤
松
一
族
の
諸
氏
に
く
ら
べ
て
比
較
的
ゆ
る
い
も
の
が
あ
っ
た

囁
上
に
、
則
宗
の
世
系
は
、
そ
の
本
拠
地
を
備
前
国
内
に
も
っ
て
い
た

の
で
、
嘉
吉
の
乱
後
も
、
そ
の
勢
力
下
に
あ
み
た
と
み
ら
れ
る
新
田

庄
地
方
と
の
結
び
つ
き
は
、
さ
し
て
侵
さ
れ
る
こ
と
な
く
保
た
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
神
璽
奪
還
の
こ
と
に
参
画
し
た

元
赤
松
被
官
の
人
々
が
、
嘉
吉
の
乱
後
、
山
名
氏
か
ら
所
領
を
没
収

さ
れ
虫
籠
し
た
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

巴
里
の
場
合
は
、
父
宗
安
は
木
山
城
に
討
死
を
遂
げ
た
が
、
備
前
葉

部
地
方
に
保
有
し
た
所
領
は
没
収
を
免
れ
て
残
り
、
当
時
十
三
歳
で

あ
っ
た
則
宗
は
、
こ
の
新
田
庄
地
方
の
配
下
の
国
人
た
ち
に
守
ら
れ

て
成
人
し
、
長
禄
二
年
次
郎
政
則
が
赤
松
の
家
督
を
許
さ
れ
た
頃
、

か
つ
て
の
赤
松
氏
の
有
力
な
被
官
の
う
ち
で
、
在
地
勢
力
と
し
て
最

も
頼
り
得
べ
き
力
を
温
存
し
て
い
た
の
が
、
則
宗
（
撃
墜
二
十
歳
）
支

配
下
の
備
前
国
新
田
庄
地
方
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
は
成
り
立
た
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
上
に
立
て
ば
、
赤
松
氏
の
旧

領
国
内
で
、
ま
ず
第
一
に
新
田
庄
が
特
に
選
び
出
さ
れ
て
赤
松
氏
に

渡
付
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
赤
松
家
中
に
お

け
る
浦
上
則
宗
の
勢
威
の
急
速
な
伸
張
と
い
う
事
態
が
出
現
し
た
こ

と
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
推
測
を
進

め
れ
ば
、
新
田
庄
を
ま
ず
赤
松
家
の
領
有
地
と
し
て
渡
付
す
る
こ
と

は
、
あ
る
い
は
論
宗
の
計
ら
い
に
出
で
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。

　
か
く
し
て
新
田
庄
が
赤
松
氏
に
付
与
さ
れ
た
の
ち
、
浦
上
則
宗
の
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上
洛
が
お
く
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
新
田
庄
を
め
ぐ
っ
て
備
前
守
護

山
名
氏
と
の
問
に
起
こ
っ
た
紛
争
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
難
波

文
書
』
の
「
難
波
行
豊
軍
忠
状
」
に
よ
、
れ
ば
、
長
禄
三
年
の
春
、
赤

松
一
族
の
宇
野
上
野
入
道
を
将
と
す
る
赤
松
衆
が
新
た
に
新
田
庄
に

差
下
さ
れ
て
い
る
が
、
六
月
頃
に
は
三
石
付
近
で
守
護
山
名
氏
の
被

官
足
立
彦
左
衛
門
尉
と
の
間
に
合
戦
が
行
な
わ
れ
て
い
る
し
、
そ
の

一
方
で
ま
た
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
ご
と
く
、
三
石
・
吉
永
・
藤
野
三
ケ

保
が
、
赤
松
氏
に
付
与
さ
れ
た
「
新
田
庄
」
の
地
域
の
内
に
含
ま
れ

る
も
の
か
ど
う
か
の
相
論
が
、
守
護
山
名
教
之
か
ら
幕
府
に
提
起
さ

れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
訴
陳
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。
三
石
・

吉
永
・
藤
野
三
ケ
保
の
所
属
は
、
幕
府
の
裁
定
に
よ
っ
て
、
結
局
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

新
田
庄
の
内
と
さ
れ
て
一
応
落
着
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
三
ケ

保
の
地
域
こ
そ
、
浦
上
氏
と
最
も
関
係
の
深
い
地
域
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
周
囲
を
な
お
山
名
氏
の
勢
力
に
か
こ
ま
れ
た

中
で
の
唯
一
の
赤
松
領
と
い
う
状
況
の
中
で
、
こ
の
在
地
の
確
実
な

保
持
と
い
う
こ
と
が
、
則
宗
に
と
っ
て
最
も
切
実
な
る
事
柄
で
あ
り
、

新
田
庄
が
赤
松
氏
に
渡
付
さ
れ
た
直
後
の
非
常
の
事
態
を
鎮
定
し
、

在
地
の
確
実
な
保
持
の
見
極
め
が
つ
い
た
上
で
、
こ
の
備
前
国
新
田

庄
と
い
う
有
力
な
在
地
掌
握
の
力
を
背
景
に
も
っ
て
の
堀
篭
の
上
洛

と
な
η
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
上
洛
後
の
則
宗

は
、
幼
主
次
郎
政
則
の
身
辺
に
お
け
る
最
も
強
力
な
戦
力
を
形
成
し

た
の
で
あ
る
。

　
寛
正
三
年
十
月
、
京
都
周
辺
に
お
い
て
、
蓮
田
某
を
首
魁
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

土
一
揆
が
蜂
起
し
、
京
の
七
口
を
ふ
さ
い
だ
。
幕
府
は
諸
大
名
に
出

兵
を
命
じ
て
一
揆
を
鎮
定
せ
し
め
た
が
、
殊
に
賀
茂
付
近
の
合
戦
で

一
揆
を
掃
蕩
し
た
赤
松
衆
の
戦
功
は
最
も
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。

『
蔭
涼
軒
巳
録
』
（
寛
正
三
年
十
月
三
十
日
の
条
）
に
、

　
土
一
揆
依
公
方
厳
令
、
洛
中
四
方
、
「
感
奮
悉
退
散
云
々
、
傍
真
俗
皆
発
喜

　
気
欝
、
戸
締
公
方
御
威
光
也
、
以
赤
松
次
郎
法
師
前
廿
八
日
之
戦
功
、
即

　
今
止
心
乱
、
働
真
俗
賜
姓
賀
也
、
依
赤
松
次
郎
法
師
対
治
賀
茂
林
間
土
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
揆
之
戦
功
、
自
公
方
様
、
以
伊
勢
七
郎
右
衛
門
丞
、
有
御
感
青
汁
使
、
尤

　
為
寵
光
、
蓋
前
二
十
八
日
之
事
也
、
前
廿
九
日
浦
上
美
作
守
奏
予
御
所
而

　
奉
揮
謝
云
、

と
見
え
て
お
り
、
こ
れ
は
、
次
郎
法
師
丸
が
赤
松
の
家
督
と
な
っ
て

の
ち
最
初
の
戦
功
で
あ
り
、
ま
た
『
蔭
涼
軒
日
録
』
に
「
浦
上
美
作

守
h
選
」
の
名
の
出
て
く
る
最
初
で
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
次
郎

法
師
丸
は
な
お
八
歳
の
幼
年
で
あ
り
、
赤
松
衆
の
戦
力
の
実
質
を
な

し
た
も
の
が
浦
上
則
宗
の
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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次
い
で
寛
正
六
年
十
一
月
に
山
城
西
岡
の
土
一
揆
が
徳
政
を
要
求
し

て
東
寺
に
た
て
こ
も
っ
た
際
に
も
、
　
『
二
面
軒
日
録
』
（
寛
正
穴
年
十

一
月
廿
八
日
の
条
）
に
、

　
所
司
代
多
賀
豊
後
守
丼
赤
松
次
郎
法
師
内
浦
上
、
、
向
東
寺
逐
出
土
一
揆
、

　
故
以
御
感
各
賜
御
太
刀
、
血
管
過
之
、
所
司
代
井
赤
松
次
郎
法
師
被
官
浦

　
上
美
作
守
、
各
依
賜
太
刀
而
両
人
来
蛋
此
事
、
尤
為
万
代
寵
栄
也
、

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
侍
所
京
極
持
清
の
所
司
代
多
賀
豊
後
守

高
忠
之
、
赤
松
被
官
浦
上
美
作
守
則
宗
が
、
そ
の
鎮
定
に
功
あ
り
し

も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
一
揆
鎮
定
の
直
後
、
寛
正
六
年
十
二
月
に
は
赤
松
次
郎
法
師

丸
は
元
服
し
（
十
　
歳
）
、
将
軍
義
政
よ
り
一
字
を
与
え
ら
れ
て
政
則

と
称
し
、
　
「
難
云
少
年
、
其
威
儀
粛
然
、
其
起
居
進
退
可
観
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

わ
れ
る
ま
で
に
成
長
し
た
。
ま
た
、
こ
の
前
年
の
寛
正
五
年
四
月
、

将
軍
義
政
を
迎
え
て
糺
河
原
で
行
な
わ
れ
た
勧
進
猿
楽
に
は
、
政
則

は
「
高
次
郎
法
師
丸
幼
少
タ
ル
ト
云
ド
モ
音
曲
ヲ
好
、
童
心
器
量
無

讐
也
」
と
て
、
武
将
と
し
て
は
細
川
・
斯
波
・
畠
【
山
の
管
三
領
家
、

・
山
名
・
一
色
・
京
極
・
六
角
・
土
岐
ら
の
諸
大
名
と
と
も
に
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

桟
敷
を
構
え
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
お
り
、
墨
時
政
則
に
付
与
さ
れ
て

い
た
守
護
職
は
加
賀
半
国
の
み
で
、
本
領
の
地
は
未
だ
山
名
氏
の
支

配
下
に
お
か
れ
て
は
い
た
が
、
既
に
か
つ
て
の
四
職
家
の
格
式
を
回

復
し
た
か
の
観
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
ご
と
き
細

州
勝
元
や
蔭
涼
軒
季
慶
真
弓
ら
の
推
挽
が
あ
っ
た
こ
と
は
察
す
る
に

難
く
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
政
則
の
立
場
を
さ
さ
え
た
最
も
強
い
基

盤
は
、
や
は
り
こ
れ
を
輔
佐
す
る
浦
上
活
量
の
力
の
上
に
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
再
興
後
の
守
護
赤
松
家
の
権
威
を
さ
さ
え
て
い
る
実
．

質
が
、
そ
の
代
官
的
被
宮
の
筆
頭
で
あ
る
浦
上
氏
の
勢
力
で
あ
っ
た

・
と
い
う
状
態
は
、
再
興
後
間
も
な
い
赤
松
氏
の
特
種
な
環
境
の
も
と

で
見
ら
れ
た
事
柄
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
は
当
時
、
主
な

守
護
大
名
家
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
状
勢
の
展
開
が
見
ら
れ
た
こ

と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
近
江
守
護

　
・
侍
所
所
司
で
あ
っ
た
京
極
必
定
の
場
合
に
お
い
て
も
、
　
『
蔭
三
跡

日
録
』
に
よ
れ
ば
、
文
正
元
年
六
月
の
舐
園
会
に
、
将
軍
義
政
の
恒

例
の
京
極
第
へ
の
御
成
を
、
持
清
が
「
依
貧
乏
不
可
叶
」
と
し
て
辞

退
し
た
の
に
対
し
て
、
、
所
司
代
で
あ
る
多
賀
豊
後
守
高
忠
が
、
そ
の

費
を
弁
じ
て
、
七
醸
の
神
輿
迎
、
十
四
欝
の
舐
園
会
両
度
の
京
極
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

御
成
を
経
営
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
文
正
元
年
は
応
仁
の
乱
勃

発
の
前
年
で
あ
る
が
、
当
時
、
侍
所
所
司
京
極
氏
を
む
し
ろ
凌
ぐ
所
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司
代
多
賀
氏
の
実
力
の
ほ
ど
が
示
さ
れ
て
い
み
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

寛
正
五
年
四
月
十
四
日
義
政
が
相
国
寺
雲
頂
院
の
携
厳
会
に
臨
ん
だ

際
、
所
司
代
多
賀
高
忠
が
相
国
寺
の
総
門
の
警
固
に
当
た
っ
た
が
、

蔭
涼
軒
真
蘂
は
、
こ
の
多
賀
氏
の
警
固
の
軍
勢
の
さ
ま
を
見
て
「
其

威
可
畏
乎
」
と
い
ゆ
ま
た
別
の
箇
所
で
喜
同
忠
を
評
し
て
・
「
所

司
代
多
賀
豊
後
、
又
人
物
、
興
家
、
威
勢
震
世
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

応
仁
の
乱
勃
発
の
直
接
の
導
火
線
と
な
っ
た
管
領
三
山
・
斯
波
両
家

に
お
け
る
惣
領
職
を
め
ぐ
っ
て
の
分
派
抗
争
も
、
根
底
に
あ
っ
て
こ

れ
を
動
か
し
て
い
る
実
質
は
、
畠
山
氏
に
お
い
て
は
遊
佐
・
神
保
一

族
た
ち
、
斯
波
氏
に
あ
っ
て
は
甲
斐
・
朝
倉
一
族
な
ど
、
守
護
大
名

家
の
年
寄
衆
な
い
し
守
護
代
層
を
構
成
す
る
有
力
な
る
守
護
被
官
た

ち
の
、
み
ず
か
ら
の
勢
力
拡
大
の
た
め
の
画
策
に
あ
っ
た
こ
と
も
周

知
の
事
実
で
あ
る
。

　
寛
正
六
年
十
一
月
工
十
三
日
将
軍
義
政
の
子
息
（
義
尚
）
の
誕
生
に

あ
た
っ
て
、
そ
の
産
所
細
川
常
有
の
邸
に
参
賀
し
た
主
な
大
名
の
被

官
人
と
し
て
、
　
『
後
帯
』
所
収
の
伊
勢
家
の
記
録
に
、
次
の
人
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

　
畠
隣
人
　
遊
佐
次
郎
左
衛
門
、
神
保
宗
君
衛
門
、
遊
佐
四
郎
右
衛
門
、

　
細
川
方
　
安
中
又
三
郎
、
秋
庭
修
理
亮
、
内
藤
弾
正
忠
、

（
斯
波
）

武
衛
方
　
甲
斐
千
喜
久
丸
、
朝
倉
弾
正
左
衛
門
、

（
持
豊
）

罪
名
方
　
壇
麗
越
前
守
、
太
田
壇
土
佐
守
、

　
（
教
之
）
、

山
名
相
州
方
　
小
鴨
安
藝
守
、
久
枝
前
入
道
、

～
二
方
　
延
永
、
石
川
倥
渡
守
、

京
極
方
　
多
賀
出
雲
入
道
、
多
賀
豊
後
守
、

赤
松
方
　
浦
上
美
作
守
、

土
岐
方
　
斎
藤
帯
刀
左
衛
門
、

武
田
近
江
守
、

こ
れ
ら
の
人
々
こ
そ
、
・
麻
仁
の
乱
前
夜
の
頃
の
主
な
る
守
護
大
名
家

を
動
か
し
て
い
た
守
護
代
官
暦
の
被
官
で
あ
り
、
守
護
勢
力
の
実
質

を
形
成
す
る
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
形
勢
は
、
応
仁
の
乱
勃
発
後
に
お
い
て
、
ま
す
ま

す
顕
在
化
の
方
向
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

五

　
応
仁
元
年
正
月
応
仁
の
乱
勃
発
と
と
も
に
、
赤
松
氏
が
細
川
勝
元

の
東
軍
に
党
し
た
こ
と
は
一
嘉
吉
の
乱
以
来
の
赤
松
氏
と
山
名
氏
と

の
問
の
敵
対
的
な
立
場
、
長
禄
二
年
赤
松
家
再
興
の
際
、
及
び
そ
の

後
に
お
け
る
赤
松
氏
と
細
川
氏
と
の
親
近
な
関
係
か
ら
し
て
当
然
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
応
仁
の
乱
の
経
過
の
中
で
、
赤
松
氏
の
旧
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領
国
奪
回
の
活
動
は
比
較
的
順
調
に
進
み
、
播
磨
・
備
前
で
は
応
仁

元
年
の
う
ち
、
美
作
で
も
文
明
二
年
頃
ま
で
に
は
、
山
名
氏
の
勢
力

を
ほ
ぼ
排
除
し
て
、
赤
松
政
則
は
、
嘉
告
の
乱
以
来
失
わ
れ
て
い
た

播
磨
・
備
前
・
美
作
三
国
守
護
の
地
位
を
復
す
る
に
至
っ
た
。
し
か

し
政
則
は
、
応
仁
の
乱
の
は
じ
ま
っ
た
応
仁
元
年
に
は
な
お
未
だ
十

三
歳
の
少
年
で
あ
り
、
赤
松
一
統
の
中
心
と
な
っ
て
、
そ
の
二
郎
を

統
轄
し
差
配
し
た
の
は
浦
上
則
宗
で
あ
っ
た
こ
と
勿
論
で
あ
る
。

　
応
七
の
乱
勃
発
後
の
備
前
国
の
状
況
に
つ
い
て
、
前
掲
の
『
難
波

文
書
』
の
「
難
波
行
豊
輝
々
状
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

　
　
（
応
仁
元
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
邑
久
郡
）

一
、
同
年
五
月
播
磨
選
封
入
御
手
、
備
州
事
、
於
福
岡
、
小
鴨
大
和
守
構
摺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
害
、
君
恩
相
踏
、
御
退
治
急
度
難
論
之
聞
、
行
豊
於
京
都
、
浦
上
美
作
守

　
相
談
、
愚
兄
掃
部
助
井
同
名
等
三
筋
計
略
之
由
申
下
之
処
、
ハ
○
誌
略
）
閣

　
中
御
被
無
銘
同
心
、
差
寄
小
鴨
館
追
散
之
剋
、
鹿
田
・
菅
一
族
等
、
此
方

　
御
勢
令
合
力
詑
、
然
鹿
田
・
菅
俊
軍
功
落
居
由
申
掠
、
守
護
職
競
望
之
処
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
愚
兄
掃
部
助
・
沼
田
越
中
入
道
、
醒
合
戦
次
第
一
々
注
進
之
条
、
以
断
状

　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
浦
上
美
作
守
依
申
披
、
細
河
乱
丁
新
学
彼
等
即
断
畢
、
（
傍
点
筆
者
）

と
あ
っ
て
、
万
事
に
わ
た
っ
て
浦
上
皇
宗
が
差
配
し
て
い
る
様
子
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
セ
　
　
ヤ

う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
「
行
劇
画
備
州
錐
令
臥
所
拝
領
、
浦
上
美
作

も
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
へ
　
　
し

守
散
合
爵
両
度
、
最
小
所
豪
儀
」
（
塗
装
墾
者
）
と
も
見
え
、
『
播
磨

中
村
文
書
』
の
応
仁
二
年
正
月
十
一
日
、
中
村
三
郎
宛
の
浦
上
則
宗

の
書
状
に
も
、

　
喜
多
野
す
は
う
方
知
行
分
備
前
属
所
々
事
、
御
あ
っ
か
り
候
て
知
行
あ
る

　
へ
く
候
、
お
っ
、
て
御
　
ほ
・
り
し
よ
を
由
」
さ
た
愛
子
候
、
　
　
　
・

と
記
さ
れ
て
お
り
、
赤
松
の
被
官
・
国
人
衆
た
ち
へ
の
恩
賞
地
配
分

の
こ
と
な
ど
も
、
則
宗
の
手
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
赤
松
氏
の
播
磨
・
備
前
・
美
作
三
国
の
回
復
が
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た

文
明
二
年
の
頃
に
は
、
赤
松
政
則
は
幕
府
の
侍
所
所
司
に
任
ぜ
ら
れ

て
、
、
四
職
家
の
一
と
し
て
の
地
位
を
も
復
し
、
そ
れ
と
と
も
に
浦
上

則
宗
は
所
司
代
と
な
っ
た
。
政
則
が
侍
所
所
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
日
時

は
明
確
で
な
い
が
、
文
明
二
年
十
二
月
二
十
七
日
に
後
花
園
法
豊
が

崩
御
捧
れ
、
明
け
て
三
年
正
月
三
日
悲
田
院
に
お
い
て
葬
送
が
行
な

わ
れ
た
蒔
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
『
応
仁
記
』
の
記
事
に
、
　
「
右
京

大
夫
勝
元
一
当
管
領
、
赤
松
次
郎
政
則
当
職
ナ
リ
。
早
諸
家
ノ
辻
堅
、

取
分
浦
上
美
作
守
則
宗
所
司
代
ナ
レ
バ
、
厳
重
ノ
御
警
固
ヲ
申
ヶ
リ
」

　
　
　
　
　
⑪

と
見
え
て
お
り
、
政
則
の
侍
所
所
司
、
則
宗
の
所
司
代
補
任
は
、
恐

ら
く
文
明
二
年
中
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
浦
上
則
宗
が
侍
所
赤
松
政
則
の
も
と
で
所
司
代
と
な
っ
て
問
も
な

い
文
明
三
年
十
月
の
頃
、
薩
摩
守
護
島
津
立
論
が
五
代
筑
前
守
友
平
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を
京
都
へ
遣
し
、
所
司
代
浦
上
則
宗
を
通
じ
て
、
国
役
免
除
の
事
、

及
び
日
向
国
を
伊
東
氏
に
付
与
せ
ざ
る
事
な
ど
を
幕
府
に
訴
え
た
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

則
宗
が
そ
れ
に
つ
い
て
五
代
氏
へ
申
送
っ
て
い
る
書
状
の
中
で
、

．
若
左
様
之
沙
汰
智
者
、
当
方
懸
身
二
て
相
支
可
算
候
間
、
可
御
心
安
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
諸
篇
自
先
規
申
合
繋
念
間
、
京
都
之
時
宜
者
、
乍
恐
可
有
際
々
候
、
此
趣

　
御
下
向
壮
時
、
可
預
御
披
露
候
、
（
傍
点
筆
者
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
文
言
か
ら
も
、
当
時
室
町
幕
府
の
幕
下
に

お
け
る
則
宗
の
発
言
力
、
ま
た
、
そ
の
自
信
の
程
を
も
う
か
が
う
に

足
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
後
、
応
仁
の
乱
が
漸
く
終
息
の
時
期
に
入

っ
た
文
明
八
年
十
一
月
十
三
日
夜
の
火
災
に
将
軍
の
室
町
第
が
焼
け
、

翌
年
か
ら
そ
の
復
旧
の
工
が
始
め
ら
れ
た
が
、
十
年
六
月
、
造
営
費

用
の
不
足
を
洛
中
の
酒
屋
・
土
倉
か
ら
借
用
の
こ
と
が
将
軍
義
尚
か

ら
所
司
代
浦
上
則
宗
に
仰
せ
付
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
『
蜷
川

親
元
日
記
』
（
文
明
十
年
六
月
廿
一
日
の
条
）
の
記
事
に
「
所
司
代
近
日

殊
種
々
被
召
仕
、
粉
骨
御
感
、
御
剣
御
静
養
下
之
、
面
目
之
至
也
」

と
見
え
て
、
、
幼
将
軍
義
尚
の
許
で
も
則
宗
に
対
す
る
信
任
は
厚
く
、

室
町
第
再
建
の
こ
と
に
も
殊
に
尽
力
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
文
明
十
三
年
七
月
に
は
、
同
じ
く
『
蜷
川
親
元
日
記
』
（
文

明
総
藻
年
七
月
十
日
の
条
）
に
、

　
山
城
国
守
護
職
之
事
、
為
御
料
所
御
代
窟
、
侍
所
赤
松
殿
蕨
㎜
少
輔
に
被
仰

　
付
鼻
、
働
守
護
代
職
菓
ハ
所
司
代
浦
上
美
作
守
則
宗
に
可
被
申
付
之
由
、

　
被
仰
気
乾
、

と
見
え
て
い
る
ご
と
く
、
そ
れ
ま
で
山
城
守
護
で
あ
っ
た
管
領
畠
山

政
長
に
代
え
て
、
侍
所
赤
松
政
則
を
山
城
守
護
、
所
司
代
浦
上
則
宗

を
同
守
護
代
と
す
べ
き
こ
と
が
仰
せ
出
さ
れ
て
い
る
。
山
城
国
守
護

職
は
、
管
領
も
し
く
は
侍
所
所
司
が
兼
帯
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
定
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
せ
な
く
、
例
え
ば
応

仁
の
乱
勃
発
の
頃
の
山
城
守
護
は
、
備
後
・
安
藝
両
国
守
護
で
も
あ

　
つ
た
山
名
是
豊
が
兼
帯
し
て
い
る
。
（
こ
の
時
の
管
領
は
斯
波
義
廉
、
侍

所
所
司
は
京
極
持
清
で
あ
る
。
）
し
か
し
山
城
国
は
幕
府
の
御
料
所
で
あ

r
り
、
従
っ
て
山
城
国
守
護
職
に
は
、
殊
に
将
軍
の
信
任
厚
き
人
物
が

選
び
補
せ
ら
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
山
城
守
護
赤

松
政
則
、
同
守
護
代
浦
上
則
宗
た
る
べ
き
旨
が
将
軍
義
尚
よ
り
仰
せ

出
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
将
軍
幕
下
に
お
け
る
守
護
赤
松
家
の

勢
力
へ
の
期
待
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
、
赤
松
氏
の
領
国

で
は
、
前
年
の
六
月
頃
か
ら
山
名
の
軍
勢
が
山
陰
か
ら
美
作
国
へ
侵

入
し
、
更
に
播
磨
・
備
前
旭
も
う
か
が
わ
ん
と
す
る
事
態
が
起
こ
り
、

則
宗
は
所
司
代
と
し
て
在
京
し
て
い
た
が
、
政
則
は
本
国
播
磨
に
下
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赤松被官浦上氏についての～考察（水野）

国
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
の
ち
幕
府
は
政
則
に
度
々
上
洛
を
促
し
た
が
、

結
局
、
十
月
に
至
っ
て
政
則
は
、
　
「
国
之
時
宜
無
畜
躰
」
の
た
め
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

洛
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
山
誠
守
護
た
る
こ
と
を
辞
し
て
い
る
。

従
っ
て
山
城
守
護
は
、
そ
の
後
も
管
領
畠
山
政
長
が
そ
の
任
に
留
ま

る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
更
に
文
明
十
五
年
に
至
っ
て
、
幕
府
は
所
司

代
浦
上
魚
津
に
山
城
国
守
護
職
を
仰
せ
付
け
て
い
る
。
　
『
大
乗
院
奪

社
雑
事
記
』
（
文
明
十
五
年
正
月
廿
四
日
の
条
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
（
義
就
）

一
、
・
山
城
悉
以
畠
山
看
衛
門
佐
方
二
打
取
縄
了
、
自
宇
治
南
分
ハ
知
行
、
宇

　
治
大
略
没
落
了
、
（
○
中
略
）

山
城
守
護
事
・
畠
乱
離
督
藁
筆
賓
望
事
成
上
老
・
武
田
撫
野
夫

可
存
知
之
無
難
被
仰
付
≧
難
義
之
由
窃
湿
て
勿
寒
気
一
三
仰

　
付
之
、
小
人
数
之
間
不
可
叶
旨
申
入
之
、
夏
虫
奉
行
一
人
可
被
相
加
之
之

　
由
被
仰
爵
云
々
、
自
分
分
一
国
事
可
相
銀
事
且
如
何
、
以
外
御
成
敗
也
、

　
一
向
伊
勢
守
是
沙
汰
鰍
、

と
見
え
て
お
り
、
こ
の
年
の
初
め
か
ら
畠
山
義
就
の
軍
勢
が
南
山
城

に
打
入
っ
て
、
こ
の
地
方
を
制
圧
す
る
と
い
う
状
況
下
で
、
幕
府
は
、

義
就
の
当
面
の
対
敵
た
る
管
領
畠
山
政
長
の
山
城
守
護
を
罷
め
て
、

若
狭
守
護
武
田
国
信
の
兼
帯
を
仰
せ
付
け
た
が
、
国
信
が
固
辞
し
て
・

受
け
な
か
っ
た
の
で
5
改
め
て
所
司
代
浦
上
則
宗
に
山
城
守
護
を
命

じ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
守
護
大
名
の
被
官
層
が
山
城
守
護
に

補
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
っ
て
な
い
こ
と
で
あ
り
、
大
乗
院

尋
尊
は
「
以
外
御
成
敗
」
と
い
い
、
　
「
以
此
分
、
一
国
事
可
相
随
事
、

且
如
何
」
と
、
則
宗
の
山
城
守
護
の
任
の
遂
行
に
不
安
の
意
を
表
わ

し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
幕
府
が
、
上
記
の
ご
と
き
状
況
下

で
、
則
宗
に
異
例
の
山
城
守
護
を
命
じ
て
い
る
こ
と
は
、
則
宗
に
そ

の
任
に
堪
え
得
る
力
あ
り
と
の
信
頼
が
、
将
軍
及
び
幕
下
の
人
々
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
則
宗
が
そ
の
実
力
に
お
い
て
、

守
護
大
名
と
同
列
の
存
在
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
だ
け
の
勢
威
を
保
持

し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
九
月
に
は
、

さ
き
に
美
作
国
を
侵
し
た
山
名
の
軍
勢
が
遂
に
播
磨
・
備
前
へ
も
進

繊
を
開
始
し
、
則
宗
も
播
磨
へ
下
国
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
則
宗

の
山
城
守
護
の
任
は
短
期
間
で
終
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
応
仁
の
乱
勃
発
以
後
、
浦
上
則
宗
が
室
町
幕
府
の
幕
下
に
お
い
て

占
め
た
位
置
、
及
び
そ
の
勢
威
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
み
て
、
か
な

り
高
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
ま
た
本
国
在
地

の
支
配
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
さ
き
に
ふ
れ
た
ご
と
く
則
宗
の
差
配

が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
殊
に
則
宗
の
本
領
の
地

で
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
備
前
国
と
浦
上
氏
と
の
関
係
は
、
乱
後
、
一

23　（531）



ア

層
密
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
備
前
国
が
赤
松
氏
の
守
護
領
国
と
し
て
回
復
さ
れ
た
後
の
備
前
国

の
守
護
代
に
つ
い
て
は
、
　
『
備
前
顯
大
寺
文
書
』
に
、
応
仁
三
年
三

月
、
守
護
赤
松
政
則
の
武
運
長
久
の
祈
薦
の
た
め
、
備
前
国
西
大
寺

に
お
い
て
毎
月
十
七
日
臓
法
を
仰
せ
付
け
、
そ
の
繊
法
料
と
し
て
毎

年
守
護
段
銭
の
う
ち
十
貫
文
を
下
行
す
る
旨
の
浦
上
則
宗
・
阿
閉
重

能
連
署
の
奉
書
が
、
浦
上
六
郎
左
衛
門
尉
（
基
景
）
及
び
松
田
遠
江
入

道
（
藤
栄
）
に
宛
て
て
出
さ
れ
、
こ
れ
を
基
最
が
遵
書
し
て
い
る
文
番
、

そ
の
他
、
浦
上
基
景
・
松
田
藤
栄
の
両
人
が
守
護
代
と
し
て
職
務
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

遂
行
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
文
譲
が
数
通
見
ら
れ
る
。
松
田
氏
一
族

は
、
南
北
朝
時
代
に
赤
松
則
祐
が
備
前
守
護
に
補
せ
ら
れ
る
以
前
、

同
国
守
護
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
備
前
国
の
有
力
な
国
衆
で
、
こ
の

際
も
浦
上
氏
と
と
も
に
守
護
代
の
地
位
を
与
え
て
お
く
こ
と
が
領
国

統
治
の
上
か
ら
必
要
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
b
則
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
、
前
記
の
奉
書
と
は
別
に
三
景
に
書
状
を
送
り
、
西
大
寺
へ
寄
進

し
た
毎
月
十
七
日
の
臓
法
号
は
相
違
な
く
渡
付
す
べ
き
こ
と
を
い
う

と
と
も
に
、
去
る
応
仁
元
年
に
同
質
に
諸
公
事
免
除
の
折
紙
を
与
え

た
と
こ
ろ
、
国
人
の
中
に
は
そ
の
旨
に
背
い
て
寺
家
に
入
部
狼
籍
を

い
た
す
も
の
が
あ
る
の
で
、
堅
く
成
敗
を
加
う
べ
き
を
い
い
、
「
自

然
松
田
遠
江
な
と
申
子
細
候
共
ギ
涯
分
可
被
加
意
見
候
」
と
述
べ
て
、

浦
上
基
景
に
備
前
守
護
代
と
し
て
、
松
田
氏
よ
り
も
、
よ
り
強
い
権

限
の
行
使
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
は
、
信
号
と
備
前
物
と
の
関
係
か

ら
し
て
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
備

前
守
護
代
浦
上
基
景
と
則
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
　
『
浦
上
家
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

図
』
の
一
つ
に
、
桜
鱒
を
則
宗
の
弟
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、

確
証
は
な
い
。
し
か
し
則
宗
が
、
こ
の
重
要
な
時
期
に
特
に
選
ん
で

備
前
守
護
代
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
則
宗
と
極
め
て
近
い

関
係
に
あ
る
一
族
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
お
『
備
前
金
山

寺
文
轟
』
の
中
に
も
、
文
明
四
年
十
月
基
景
が
金
山
寺
に
対
し
て
、

「
五
ケ
年
中
諸
役
御
免
許
」
の
奉
書
の
旨
を
遵
物
し
て
い
る
も
の
が

　
⑳

あ
り
、
金
山
寺
は
西
備
前
の
御
野
郡
内
の
寺
院
で
あ
る
か
ら
、
浦
上

氏
と
松
田
氏
と
の
聞
に
、
守
護
代
と
し
て
地
域
的
な
所
管
の
分
割
は

必
ず
七
も
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
前
述
の
文
明
八
年
十
一
月

将
軍
の
室
町
第
が
炎
上
し
、
翌
年
そ
の
再
建
の
た
め
の
段
銭
が
諸
国

へ
課
せ
ら
れ
た
際
、
禁
裏
御
料
所
で
あ
る
備
前
国
鳥
取
注
（
赤
坂
郡
）

に
も
賦
課
さ
れ
た
が
、
こ
の
段
銭
五
千
疋
を
同
庄
の
御
代
官
で
あ
る

浦
上
則
宗
が
弁
じ
た
こ
と
が
、
『
重
縁
兵
書
』
（
文
明
九
年
六
月
廿
三
日

の
条
）
に
見
え
て
お
り
、
則
宗
み
ず
か
ら
が
備
前
国
内
の
禁
裏
御
料
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所
の
代
官
職
を
勤
め
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
や
は
り
剃
宗
と
備
前
国

と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
文
明
十
五
年
の
秋
、
山
名
勢
の
播
磨
・
備
前
へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
、

則
宗
が
京
都
か
ら
播
磨
へ
下
国
し
た
頃
、
前
記
の
『
浦
上
家
系
図
』
に

よ
れ
ば
、
備
前
の
守
護
代
は
浦
上
紀
三
郎
則
国
で
、
備
前
圏
福
岡
城

（
邑
久
郡
）
に
拠
っ
て
い
た
。
こ
の
則
国
も
則
宗
の
弟
で
あ
り
、
前
守
護

代
基
景
と
も
兄
弟
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も

他
に
確
証
は
な
い
。
し
か
し
守
護
代
則
国
が
基
景
ら
と
と
も
に
福
岡

城
に
た
て
こ
も
っ
て
、
侵
入
し
た
山
名
の
軍
勢
と
激
戦
が
交
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
時
、
松
田
一
族
は
山
名
方
に
党

し
て
お
り
、
福
岡
城
は
文
明
十
六
年
正
月
末
に
陥
落
し
て
、
則
国
ら

は
播
磨
に
退
い
た
。
そ
の
頃
、
播
磨
国
内
の
戦
況
も
赤
松
方
の
不
利

に
傾
い
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
状
勢
の
中
で
、
守
護
赤
松
政
則
が

被
官
・
国
衆
た
ち
の
離
反
に
よ
っ
て
国
外
に
没
落
す
る
と
い
う
事
態

が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
に
も
ふ
れ
た
こ
と

が
あ
る
が
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
『
蜷
川
家
古
文
書
』
に
、
文
明
十
六

年
二
月
五
日
付
で
、
浦
上
則
宗
・
小
寺
解
職
・
中
村
悪
友
・
依
藤
弥

三
郎
・
明
石
祐
実
党
名
の
連
署
を
以
て
、
　
「
今
度
国
之
儀
、
依
政
則
r

成
敗
相
違
候
、
諸
侍
井
国
民
以
下
背
候
之
間
、
没
落
候
、
然
問
為
猶

　
　
（
有
馬
澄
則
）

子
、
刑
部
大
輔
子
慶
寿
丸
申
定
候
、
家
督
事
早
々
被
管
出
候
者
、
各

可
恭
存
候
」
と
い
う
旨
を
、
幕
府
の
政
所
代
蜷
川
氏
に
申
達
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
文
書
が
見
ら
れ
る
。
守
護
赤
松
政
則
が
、
山
名
の
軍
勢
の
侵
入
を

む
か
え
て
戦
う
過
程
に
お
い
て
、
「
成
敗
相
違
」
と
い
う
こ
と
で
被

官
・
国
衆
た
ち
の
背
反
を
招
き
、
国
外
へ
没
落
し
、
浦
上
則
宗
ら
が
、

赤
松
一
族
の
有
馬
慶
寿
丸
を
家
督
と
し
て
擁
立
す
る
と
い
う
よ
う
な

事
態
は
、
こ
の
頃
に
お
け
る
守
護
大
名
の
領
主
権
の
形
骸
化
を
よ
く

示
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
守
護
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
守
護
家
の

家
督
で
あ
る
こ
と
の
地
位
も
、
そ
れ
を
保
持
し
得
る
こ
と
の
主
体
は

被
官
層
の
側
に
あ
り
、
守
護
の
領
国
支
配
の
実
質
は
、
浦
上
剣
宗
以

下
こ
の
文
書
に
連
署
し
て
い
お
ご
と
き
守
護
の
代
官
的
被
官
層
の
手

中
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
。

　
こ
の
文
書
と
ほ
ぼ
岡
時
期
の
文
明
十
六
年
二
月
十
工
日
に
、
則
宗

は
播
磨
国
大
山
寺
（
明
石
郡
）
に
願
文
を
納
め
て
、
　
「
三
ケ
国
事
、
三

元
切
平
候
様
、
可
有
御
守
候
、
毎
年
御
料
所
方
以
年
貢
内
万
疋
宛
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

為
燈
油
銭
卜
捧
申
合
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
翌
年
三
月
に
は
、
備

前
隠
絵
慶
寺
〔
　
邑
久
郡
）
に
も
戦
勝
を
祈
る
と
と
も
に
、
邑
久
郡
豊
原

庄
内
御
料
所
方
の
年
貢
の
内
、
毎
年
五
石
墨
分
を
祈
薦
料
と
し
て
永

　
　
　
　
　
　
＠

代
寄
進
し
て
い
る
。
則
宗
が
山
名
勢
と
の
戦
い
に
、
み
ず
か
ら
が
そ
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の
中
心
に
あ
る
こ
と
の
自
覚
が
読
み
と
れ
る
と
と
竜
に
、
播
磨
や
備

前
国
内
の
守
護
御
料
所
進
止
の
こ
と
も
、
則
宗
の
裁
量
の
も
と
に
お

か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
赤
松
政
則
と
被
官
た
ち
と
の
分
裂
は
、
そ
の
後
、
足
利
義
政
ら
の

仲
介
に
よ
っ
て
和
解
が
成
り
、
文
明
十
六
年
十
月
頃
に
は
政
則
は
再

び
播
磨
に
帰
国
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
赤
松
氏
の
領
国
に
お
け

る
山
名
勢
と
の
戦
い
は
、
こ
の
の
ち
凡
そ
五
ケ
年
に
わ
た
っ
て
つ
づ

き
、
長
享
二
年
七
月
に
至
っ
て
漸
く
山
名
勢
を
三
國
か
ら
排
除
す
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
山
名
勢
の
撤
退
も
、
そ
の
巻
樽
に
は
、
山

名
氏
の
領
国
で
あ
る
因
幡
や
但
馬
に
お
い
て
、
さ
き
の
赤
松
氏
の
場

合
と
同
様
、
被
官
人
・
国
衆
た
ち
の
背
反
分
裂
の
動
き
が
起
こ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
圏
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
文
明
十
五
年
以
来
つ
づ
い
た
山
名
氏
と
の
長
い
合
戦
の
中
で
、

浦
上
則
宗
も
、
そ
の
一
族
や
被
官
人
た
ち
を
少
な
か
ら
ず
失
っ
た
。

『
蔭
涼
軒
日
録
』
（
文
明
十
七
年
九
月
廿
一
二
日
の
条
）
に
、
　
「
浦
上
美
作

守
状
到
来
、
状
中
毒
、
掃
部
門
・
紀
三
郎
南
外
、
同
名
十
九
人
、
椅

子
・
被
官
人
、
去
年
当
年
二
百
十
六
人
討
死
浩
々
、
落
懸
し
と
あ
る

が
、
就
中
、
則
宗
の
嫡
子
掃
部
助
血
石
を
文
明
十
七
年
六
月
四
日
播

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

磨
片
島
（
揖
西
郡
）
の
戦
い
に
失
い
隅
備
前
守
護
代
浦
上
紀
三
郎
三
国

も
同
年
閾
三
月
五
日
備
前
砥
石
城
（
邑
久
郡
）
で
討
死
を
遂
げ
た
こ
と

⑧は
、
則
宗
に
と
っ
て
も
か
な
り
の
痛
手
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
掃
三

助
則
景
の
没
後
、
則
宗
が
細
川
氏
の
被
官
安
富
元
払
の
子
を
猶
子
と

し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
則
国
の
跡
の
備
前
守
護
代
に
つ
い
て
は
、

前
掲
の
備
前
弘
法
寺
所
蔵
の
浦
上
氏
の
古
系
図
に
、
則
宗
の
甥
近
江

守
宗
助
に
「
備
前
守
護
代
」
と
注
し
て
お
り
、
ま
た
『
備
前
西
大
寺

文
書
』
の
中
に
、
備
前
国
金
岡
西
庄
公
文
職
の
内
の
西
大
寺
市
場
敷

を
西
大
寺
造
営
料
と
し
て
寄
進
す
る
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
に
関
し
て

　
　
　
　
い
ろ
い

同
庄
代
官
の
綺
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
令
し
て
い
る
延
徳
四
年
七
月

二
十
五
日
付
の
浦
上
宗
助
の
判
物
が
二
通
見
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
し
て
、
．
宗
助
が
則
国
の
跡
を
う
け
て
備
前
守
護
代
と
な
っ
て
い
た

こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
文
話
十
五
年
以
来
の
山
名

氏
と
の
合
戦
の
閥
、
備
前
の
国
衆
松
田
氏
は
山
名
方
と
し
て
行
動
し

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
頃
以
後
の
備
前
守
護
代
は
浦
上
氏
の

専
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
み
て
よ
い
。
こ
の
の
ち
明
応
六
年
三

月
に
は
、
守
護
代
浦
上
宗
助
は
、
被
官
宇
喜
多
影
野
ら
を
率
い
て
、

松
田
氏
の
本
領
の
地
備
前
国
土
山
郷
（
御
冠
郡
）
に
攻
め
入
っ
て
、
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

田
元
勝
ら
の
松
田
勢
を
打
破
っ
て
お
り
、
備
前
国
に
対
す
る
浦
上
氏

の
支
配
勢
力
は
ま
す
ま
す
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
浦
上
氏
と
備
前
国
と
の
深
い
結
び
つ
き
に
対
し
て
、

浦
上
一
族
の
本
貫
地
で
あ
っ
た
播
磨
の
浦
上
庄
と
浦
上
甲
羅
と
の
関

係
が
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
史

料
に
欠
け
て
い
る
が
、
播
磨
園
内
の
他
の
地
域
で
も
、
例
え
ば
飾
東

郡
三
野
南
条
の
地
頭
職
は
則
宗
の
知
行
分
で
あ
っ
た
。
長
享
元
年
十

二
月
、
そ
の
こ
ろ
六
角
氏
追
討
の
た
め
に
近
江
在
陣
中
の
将
軍
義
尚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
招
き
に
よ
り
、
則
宗
が
播
磨
か
ら
近
江
に
出
陣
す
る
に
当
た
っ
て
、

岡
郡
内
の
松
原
八
幡
宮
に
、
右
の
地
頭
職
の
う
ち
五
段
の
下
地
を
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

養
し
て
、
出
陣
の
無
事
を
祈
，
つ
て
い
る
。
ま
た
加
古
郡
内
の
長
田
庄

も
則
宗
の
知
行
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
吉
川
家
文
書
』
に
見
え
て
お

⑲り
、
則
宗
の
所
領
は
播
磨
南
部
地
方
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
か
な
り

分
布
し
て
い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
美
作
国
内
に
お
い
て
も
、

幕
府
御
料
所
江
見
庄
（
英
多
郡
）
に
つ
い
て
、
　
『
蔭
涼
軒
臼
録
』
　
（
長

享
二
年
二
月
廿
一
二
日
の
条
）
に
、

　
下
江
見
・
中
江
見
・
上
江
見
、
此
三
家
並
置
悉
散
在
此
在
所
、
日
本
一
之

　
強
所
也
、
先
是
浦
上
美
作
守
拘
此
在
所
時
、
中
村
五
郎
座
衛
門
三
戸
者
、

　
　
，
（
マ
・
）

　
為
官
代
、
以
多
衆
致
成
敗
、
以
故
公
用
不
自
由
、

．
と
あ
っ
て
、
こ
の
地
方
に
も
浦
上
則
宗
の
支
配
勢
力
が
か
な
り
強
く

及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
赤
松
政
則
の
も
と
で
、
そ
の
守
護
権
力
を
さ
さ
え

る
実
質
的
な
力
と
し
て
浦
上
則
宗
の
勢
威
が
、
応
仁
の
乱
中
、
乱
後

に
か
け
て
一
磨
大
き
く
伸
長
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、

守
護
領
国
の
在
地
に
対
す
る
則
宗
の
支
配
権
も
、
ひ
ろ
く
備
前
・
播

磨
・
美
作
の
三
国
に
わ
た
っ
て
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
、
拡
大
さ

れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
中
で
も
則
宗
の
父
祖

以
来
の
由
緒
あ
る
地
域
で
あ
っ
た
備
前
国
は
、
応
仁
の
乱
以
後
、
則

宗
の
近
親
の
も
の
が
備
前
守
護
代
を
継
承
し
、
備
前
国
を
支
配
す
る

実
質
的
な
勢
力
と
し
て
、
浦
上
氏
と
備
前
の
在
地
と
の
結
び
つ
き
は
、

則
宗
の
代
に
至
っ
て
、
・
い
よ
い
よ
密
な
る
も
の
を
加
え
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一LtN

　
長
享
二
年
山
名
の
軍
勢
の
撤
退
に
よ
り
、
文
明
十
五
年
以
来
数
年

に
わ
た
っ
て
つ
づ
い
た
赤
松
氏
の
領
国
に
お
け
る
紛
乱
は
収
拾
さ
れ

て
、
そ
の
善
し
ば
ら
く
平
穏
の
時
期
を
経
過
し
た
。
明
応
ご
年
四
月

に
は
政
則
は
細
川
勝
元
の
娘
（
黒
松
院
殿
、
管
領
政
元
の
姉
）
を
後
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
⑧

に
迎
え
て
、
管
領
細
川
家
と
の
つ
な
が
り
を
深
く
し
、
同
四
年
四
月

に
は
赤
松
被
官
の
も
の
た
ち
の
詠
歌
一
巻
を
後
土
御
門
天
皇
に
奏
覧
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＠

し
て
御
感
に
あ
ず
か
る
な
ど
の
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
翌
年
明
応
五
年
・

閏
二
月
置
は
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
『
和
長
卿
記
』
　
（
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
剴
）

三
日
の
条
）
に
、
　
「
赤
松
左
京
大
夫
上
階
事
被
下
知
、
此
儀
依
何
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斯
波
）

預
屈
託
哉
、
尤
不
審
、
於
武
家
輩
者
、
武
衛
・
豊
山
之
外
老
、
其
例

不
打
黒
鍬
、
三
管
領
餐
、
細
川
猶
未
上
階
、
然
今
度
之
儀
、
不
得
其

意
者
也
嬬
と
い
わ
れ
て
い
る
程
の
異
例
の
厚
遇
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
間
も
な
い
四
月
二
十
五
日
、
政
則
は
、
鷹
野
の
途
上
、
揺
磨
墨
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

西
郡
坂
田
庄
の
久
玉
山
長
円
寺
で
急
逝
し
た
。
（
四
十
二
歳
）

　
政
則
没
後
の
守
護
赤
松
家
の
遺
跡
は
、
政
則
に
男
子
が
な
か
っ
た

の
で
、
政
剣
の
譲
状
の
旨
に
従
い
、
同
五
月
、
浦
上
則
宗
・
別
所
則

治
・
小
寺
重
職
ら
の
赤
松
年
寄
衆
が
申
し
合
わ
せ
て
、
政
則
の
息
女

（
先
妻
の
娘
）
に
、
赤
松
七
条
家
の
刑
部
少
輔
政
資
の
息
男
道
祖
松
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（
オ
松
丸
と
も
記
す
）
を
迎
え
て
家
醤
と
し
た
。
即
ち
義
村
で
あ
る
。
し

か
し
．
そ
の
後
間
も
な
く
八
月
に
は
早
く
も
「
播
州
之
儀
、
及
錯
乱
」

と
、
　
『
後
法
撃
墜
記
』
（
八
月
五
日
の
条
）
に
見
え
て
い
る
の
で
、
家

替
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
赤
松
一
族
や
被
官
た
ち
の
間
に
分
裂
抗
争

が
起
こ
り
は
じ
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
覧
の
形
勢
は
更
に
明
応

八
年
に
至
っ
て
、
　
『
実
隆
公
記
』
（
三
月
昔
九
日
の
条
）
に
、
　
「
伝
聞
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
力
）

播
州
儀
、
巳
破
滅
、
浦
□
難
儀
云
々
」
と
伝
え
ら
れ
、
『
大
乗
院
寺

社
雑
事
記
』
（
五
月
十
九
日
の
条
）
に
も
、

　
赤
松
ハ
雌
＝
分
了
、
七
条
殿
息
ハ
浦
上
取
之
、
大
河
内
ハ
又
一
方
取
之
、

　
　
　
　
（
「
、
）

　
細
川
兄
弟
尾
ハ
別
所
之
為
女
房
取
之
、

と
記
し
て
、
赤
松
民
の
領
国
三
分
の
形
勢
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
記

事
の
終
り
の
部
分
の
文
意
や
や
不
詳
で
あ
る
が
、
七
条
殿
息
即
ち
赤

松
義
村
を
奉
ず
る
浦
上
則
宗
と
、
播
磨
北
部
に
本
領
を
も
つ
赤
松
大

河
内
家
の
一
派
と
、
播
磨
東
部
の
別
所
則
治
の
三
勢
力
の
分
裂
を
伝

え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
た
『
赤
松
再

興
記
』
に
は
、
　
「
明
応
八
年
ヨ
リ
備
前
・
美
作
・
播
磨
ノ
三
州
、
東

西
ニ
ツ
ニ
分
テ
蜂
起
ス
」
と
い
い
、
南
禅
寺
の
僧
九
型
宗
成
の
記
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
（
明
応
）

た
『
宇
喜
多
古
家
画
像
賛
』
に
も
、
　
「
八
年
、
紀
則
宗
美
作
前
司
、

禍
起
糠
…
塙
、
黒
鍵
之
東
黒
瀬
」
と
記
し
て
お
り
、
結
局
こ
の
抗
争
は
、

西
播
か
ら
備
前
・
美
作
東
部
地
方
に
勢
力
を
張
る
浦
上
則
宗
と
、
東

播
最
大
の
勢
力
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
別
所
則
治
の
対
立
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
同
画
像
賛
に
よ
れ
ば
、
選
挙
は
初
め
幼
主
義
村
．

を
擁
し
て
白
旗
城
に
拠
り
、
次
い
で
浦
上
庄
の
南
、
塩
屋
庄
内
の
赤

松
下
野
守
政
秀
の
塩
屋
城
に
軍
を
進
め
て
、
重
職
の
軍
勢
と
対
峙
し

た
が
、
や
が
て
管
領
細
川
政
元
の
仲
介
に
よ
っ
て
和
解
し
、
三
国
の

紛
乱
は
一
応
お
さ
ま
っ
て
い
る
叩
し
か
し
、
こ
の
西
播
・
備
前
・
美
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作
の
浦
上
、
東
播
の
別
所
と
い
う
赤
松
領
国
内
の
二
大
勢
力
の
分
裂

対
立
は
、
今
後
戦
国
期
に
入
り
、
よ
り
明
瞭
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

　
こ
の
明
応
八
年
の
争
乱
が
お
さ
ま
つ
で
の
ち
三
年
、
文
亀
二
年
六

月
十
一
日
に
、
浦
上
則
宗
は
備
前
国
三
石
城
に
お
い
て
七
十
四
歳
の

　
　
　
　
　
⑭

生
涯
を
閉
じ
た
。
赤
松
次
郎
法
師
丸
（
政
即
Y
が
赤
松
惣
領
家
の
家
督

と
し
て
幕
府
に
召
出
ざ
れ
、
嘉
吉
の
乱
後
、
一
時
没
落
し
た
赤
松
の
家

が
再
興
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
て
以
来
、
赤
松
政
則
の
身
辺
に
は
常

に
浦
上
磁
器
が
あ
っ
て
、
そ
の
活
動
を
さ
さ
え
、
政
則
幕
下
の
勢
力

の
中
核
を
な
し
た
。
浦
上
氏
が
南
北
朝
の
頃
か
ら
備
前
守
護
代
な
ど

に
も
秘
せ
ら
れ
、
守
護
赤
松
家
の
主
な
被
官
の
一
つ
で
は
あ
っ
た
が
、
、

赤
松
被
官
の
中
で
特
に
渋
き
ん
で
た
勢
力
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
世
系
す
ら
十
分
明
ら
か
で
な
い
程
の
存
在
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ

ら
ず
、
則
宗
の
時
、
い
わ
ば
突
如
と
し
で
赤
松
被
官
の
う
ち
の
中
核

的
存
在
と
し
て
、
そ
の
勢
力
を
伸
ば
し
て
き
た
こ
と
は
、
一
見
唐
突

の
感
を
い
だ
か
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
先
に

ふ
れ
だ
ご
と
く
、
嘉
吉
の
乱
に
よ
っ
て
、
赤
松
一
族
を
形
成
し
た
よ

う
な
有
力
な
被
官
層
の
多
く
が
、
そ
の
所
領
を
失
っ
て
い
っ
た
中
で
、

赤
松
の
主
な
被
官
の
一
つ
で
は
あ
っ
た
が
一
族
で
は
な
ノ
＼
内
し
か
も
、

そ
の
中
心
的
な
領
所
を
赤
松
氏
の
本
国
播
磨
の
外
で
あ
る
備
前
国
内

に
も
ち
、
新
守
護
山
名
氏
の
入
部
後
も
、
在
地
に
お
け
る
領
主
的
勢

力
を
保
ち
づ
づ
け
得
た
と
い
う
在
地
領
主
と
し
て
の
固
い
基
盤
が
、

そ
の
根
底
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
コ
こ
の
基
盤
の

上
に
立
ち
つ
つ
、
浦
上
氏
が
そ
の
勢
力
を
更
に
一
層
強
大
な
も
の
と

し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
当
時
に
お
い
て
は
な
お
守
護
赤
松
家
の
興
隆

と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
足
利
氏
の
政
権
及
び
守
護
大
名
の

権
勢
を
さ
さ
え
て
き
た
幕
府
“
守
護
体
制
は
、
嘉
吉
の
乱
軍
、
次
第

に
破
綻
を
示
し
は
じ
め
て
は
い
た
が
、
応
仁
の
乱
前
後
の
段
階
で
は
、

な
お
未
だ
崩
れ
去
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
応
仁
の
乱
勃
発
の
直
接
の

因
と
な
っ
た
斯
波
・
畠
山
両
管
領
家
の
家
督
を
め
ぐ
る
紛
乱
に
し
て

も
、
こ
れ
を
動
か
し
て
い
る
実
質
射
な
勢
力
は
守
護
代
層
の
被
官
に

あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
紛
乱
の
中
で
守
護
代
層
が
守
護
そ
の
も

の
を
打
倒
し
て
、
室
町
幕
府
π
守
護
体
観
と
い
う
体
欄
の
外
で
、
自

立
的
勢
力
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で

幕
府
－
守
護
体
欄
の
中
で
の
紛
乱
で
あ
り
、
守
護
代
層
が
自
己
の
奉

ず
る
者
を
守
護
家
の
家
督
と
し
て
、
幕
閣
の
中
で
優
越
し
た
地
位
を

保
持
せ
し
め
、
こ
の
幕
府
時
守
護
と
い
う
権
威
の
も
と
で
、
み
ず
か

ら
の
勢
力
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
の
分
裂
抗
争
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
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よ
い
。

　
浦
上
則
宗
の
奉
ず
る
赤
松
家
の
場
台
に
お
い
て
も
隅
様
で
あ
っ
て
、

赤
松
家
再
興
直
後
の
政
則
自
身
に
は
旧
領
国
の
在
地
に
直
接
つ
な
が

る
勢
力
は
な
く
、
そ
の
勢
力
の
実
質
を
形
成
し
た
も
の
は
、
備
前
国

東
部
地
方
の
在
地
を
ふ
ま
え
た
浦
上
僧
上
の
勢
力
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
こ
の
敷
則
を
育
て
上
げ
、
播
磨
・
備
前
・
美
作
三
国
守
護
の
地

位
を
圓
復
せ
し
め
る
こ
と
は
、
同
時
に
則
宗
自
身
も
、
こ
の
領
国
に

お
け
る
在
地
支
配
の
勢
力
を
ま
す
ま
す
大
き
く
拡
大
せ
し
め
得
る
所

以
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
や
が
て
起
こ
っ
た
応
仁

の
乱
の
経
過
の
中
で
実
現
せ
し
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
応
仁

の
乱
勃
発
の
当
初
、
赤
松
政
則
は
未
だ
十
三
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
が
、

二
～
三
年
の
後
に
は
播
磨
・
備
前
・
美
作
三
国
守
護
の
地
位
を
得
、

更
に
幕
府
の
侍
所
所
司
に
も
任
ぜ
ら
れ
、
次
第
に
諸
大
名
の
中
で
も
、
・

将
軍
の
幕
下
に
お
い
て
重
き
を
な
し
、
晩
年
に
は
、
　
三
条
西
実
隆

を
し
て
、
　
「
凡
彼
政
則
、
当
時
威
勢
無
双
、
窟
芸
無
比
肩
之
叢
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
わ
し
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
の
政
期
の
権
勢
の
上
昇
に
と
も
な

っ
て
、
浦
上
則
宗
も
、
政
則
輔
佐
の
宿
老
と
し
て
、
お
の
ず
か
ら
そ

の
権
勢
を
高
め
、
中
央
に
お
い
て
虎
髭
の
所
司
代
、
更
に
は
山
城
国

守
護
職
の
任
を
も
う
け
る
に
至
る
と
と
も
に
、
こ
の
幕
府
－
守
護
と

い
う
権
威
を
背
景
に
、
領
国
在
地
に
お
け
る
支
配
権
を
も
一
下
拡
大

し
強
固
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
赤
松
政
則
の
守
護
家
再

興
の
背
後
に
、
こ
れ
を
ざ
さ
え
る
実
勢
力
と
し
て
浦
上
則
宗
と
い
う

存
在
が
常
に
あ
っ
た
こ
ど
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
で
ま
た
、

守
護
大
名
赤
松
政
則
と
い
う
存
在
を
ぬ
き
に
し
て
、
則
宗
の
勢
威
の

強
大
化
も
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
則
宗
の
時
代
の
浦
上
氏
に

と
っ
て
は
、
な
お
未
だ
守
護
赤
松
家
の
存
在
は
、
み
ず
か
ら
の
勢
力

拡
大
の
た
め
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
浦
上
則
宗
の
も
つ
在
地
を
ふ
ま
え
た
実
勢
力
は
、
守
護
赤
松
政
則

の
時
代
を
通
じ
て
、
守
護
家
を
凌
ぐ
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
南
宗
に
は
、
こ
の
守
護
家
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
、
み
ず
か
ら
が

播
磨
・
備
前
・
美
作
三
国
の
領
主
た
ら
ん
と
す
る
が
ご
と
き
野
望
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
～
度
、
文
明
十
六
年
に
赤
松
政
則
が
「
成

敗
相
違
」
に
よ
っ
て
門
中
の
諸
侍
・
国
人
の
背
反
を
う
け
て
播
磨
か

ら
没
落
す
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
際
も
慶
弔
は
、
他

の
赤
松
被
官
の
年
銀
製
と
と
も
に
、
赤
松
一
族
の
有
馬
慶
寿
丸
を
迎

え
奉
じ
て
、
守
護
赤
松
家
の
家
督
を
嗣
が
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
し
、

明
応
五
年
政
則
の
没
後
も
、
赤
松
七
条
家
か
ら
迎
え
た
義
嗣
子
義
村

を
、
守
護
家
の
家
督
と
し
て
常
に
奉
じ
て
行
動
し
て
い
た
。
長
享
元
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ま
が
り

年
の
十
二
月
晦
日
、
論
宗
が
将
軍
義
尚
の
近
江
国
手
の
陣
中
に
参
上

し
て
歳
暮
の
賀
を
言
上
し
た
際
、
先
年
嫡
子
則
景
を
山
名
氏
と
の
合

戦
で
失
っ
た
則
宗
が
、
近
い
こ
ろ
細
川
氏
の
老
臣
安
富
氏
の
息
を
猶

子
と
し
て
家
督
に
迎
え
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
将
軍
義
尚
は
、
則
宗

に
盃
を
賜
う
て
、

　
浦
上
力
家
ヲ
聞
酒
承
テ
飲
メ

と
詠
じ
、
そ
の
下
句
を
付
け
よ
と
の
仰
せ
を
う
げ
て
、
則
宗
が
、

　
　
　
ア
メ

　
戴
ク
天
ヲ
松
之
下
草

と
付
け
て
、
将
軍
の
御
感
に
あ
ず
か
り
、
御
客
を
賜
わ
っ
た
と
い
う

話
が
、
　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
（
長
享
二
年
正
月
四
日
の
条
）
に
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
則
宗
の
付
句
の
う
ち
、
　
「
天
」
は
将
軍
で
あ
り
、
　
「
松
」
は

赤
松
で
あ
っ
て
、
浦
上
の
家
は
、
天
で
あ
る
将
軍
の
も
と
め
守
護
大

名
赤
松
家
の
下
草
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
歳
暮
の
賀
に
参
上

し
た
将
軍
の
驚
異
で
、
急
に
付
句
を
求
め
ら
れ
、
将
軍
へ
の
忠
誠
の

意
を
披
歴
し
た
咄
墜
の
機
転
の
句
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
、

当
時
に
お
け
る
濡
雪
の
現
実
の
立
場
、
心
境
を
、
あ
ま
り
の
ま
ま
に

詠
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
則
宗
は
、
そ
の
生
涯
を
通

じ
て
守
護
赤
松
家
を
再
興
に
み
ち
び
く
中
核
的
な
存
在
と
し
て
行
動

し
、
そ
の
実
勢
力
は
、
領
国
の
在
地
に
お
い
て
守
護
家
の
そ
れ
を
凌

ぐ
も
の
を
も
ち
、
殊
に
西
播
か
ら
備
前
・
美
作
地
方
に
対
し
て
は
、

強
力
な
領
主
権
を
行
使
し
得
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
お
、

そ
の
行
動
は
、
室
町
幕
府
“
守
護
体
制
の
中
の
も
の
と
し
て
の
行
動

で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
浦
上
則
宗
の
場
合
ば
か
り
で
は
な
く
、
応
仁
・
文

萌
期
前
後
の
頃
の
守
護
代
層
に
お
け
る
一
般
的
な
性
格
と
し
て
い
え

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
に
、
多
く
の
守
護
大
名
家

の
中
に
お
い
て
守
護
代
層
の
勢
威
が
守
護
の
そ
れ
を
凌
い
で
強
大
化

し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
確
か
に
誌
代
の
目
立
っ
た
趨
勢
と
し
て
あ
ら
わ

れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
糟
対
的
に
守
護
勢
力
、
ひ
い
て
は
、
そ
の

守
護
大
名
た
ち
に
さ
さ
え
ら
れ
た
幕
府
権
力
の
下
降
を
意
味
す
る
も

の
と
も
い
え
る
。
事
実
、
嘉
吉
の
乱
後
、
殊
に
応
仁
の
乱
の
勃
発
以

後
、
こ
の
よ
う
な
状
勢
は
顕
著
と
な
っ
て
く
る
が
、
し
か
も
な
お
、

応
仁
・
文
明
前
後
と
い
う
時
期
で
は
、
こ
の
幕
府
u
守
護
体
制
と
い

わ
れ
る
も
の
は
、
衰
退
へ
の
過
程
に
は
あ
っ
た
が
、
未
だ
解
体
の

時
期
に
は
来
て
い
な
い
。
将
軍
の
権
威
も
応
仁
の
乱
後
は
急
速
に
衰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

退
し
、
　
「
日
本
国
ハ
四
幅
不
応
御
下
知
也
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、

文
明
九
年
置
ら
十
年
に
か
け
て
将
軍
の
室
町
第
再
建
の
た
め
、
更
に

つ
づ
い
て
前
将
軍
義
政
の
東
山
山
荘
造
営
の
た
め
に
、
諸
国
に
段
銭
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そ
の
他
の
賦
課
を
行
な
い
、
そ
の
収
納
は
必
ず
し
も
順
調
で
は
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
曲
が
り
な
り
に
も
こ
れ
を
徴
収
す
る
強
制
権
を
当

時
な
お
保
っ
て
い
た
し
、
ま
た
長
享
元
年
か
ら
同
三
年
に
か
け
て
将

軍
義
尚
が
近
江
に
出
陣
し
た
際
に
も
、
た
と
え
儀
礼
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
諸
大
名
を
催
促
し
て
そ
の
陣
に
参
ぜ
し
め
る
権
威

を
｝
応
は
保
ち
つ
づ
け
て
い
た
。

　
守
護
大
名
家
に
お
い
て
も
、
前
述
の
ご
と
く
領
圏
支
配
の
実
質
は

守
護
代
層
の
手
中
に
握
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
そ
の
守
護
代
層
も
、

ま
だ
将
軍
口
守
護
の
権
威
の
外
で
行
動
す
る
よ
り
も
、
そ
の
権
威
を

背
後
に
担
い
つ
つ
行
動
し
、
い
わ
ば
将
軍
睡
守
護
の
権
威
の
傘
の
下

で
、
守
護
領
国
の
在
地
に
お
け
る
み
ず
か
ら
の
支
配
勢
力
の
拡
大
を

競
っ
て
い
る
と
い
う
段
階
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
在
地
の
中
小

領
主
層
の
自
立
的
な
成
長
は
、
な
お
未
熟
で
あ
り
、
一
方
、
幕
府
。

守
護
権
力
は
崩
れ
去
っ
て
「
は
い
な
い
が
衰
退
の
過
程
を
歩
み
つ
つ
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
形
勢
の
中
で
、
そ
の
中
間
に
在
っ
て
、
衰
退
期
に

あ
り
と
は
い
え
、
一
応
の
権
威
を
未
だ
保
っ
て
い
た
幕
府
－
守
護
の

権
威
を
背
景
に
も
つ
に
最
も
近
い
位
置
に
在
っ
た
も
の
が
守
護
代
層
…

で
あ
り
、
そ
の
一
面
で
は
、
か
れ
ら
は
ま
た
、
新
し
い
在
地
の
勢
力

と
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
る
領
国
内
の
中
小
領
主
層
を
直
接
に
掌
握
し

得
る
在
地
性
を
、
守
護
大
名
よ
り
も
、
よ
り
多
く
も
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
が
当
時
に
お
け
る
孔
孟
代
層
の
存
在
の
姿
で
あ
り
、

こ
こ
に
守
護
代
層
が
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
時
流
の
中
で
、
そ
の
動
き

の
園
立
つ
存
在
と
し
て
出
現
し
て
く
る
歴
史
的
条
件
が
あ
っ
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
即
ち
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
守
護
代
層
の
動
き
は
、
浦
上
則
宗
の

場
合
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
な
お
未
だ
幕
府
翻
守

護
体
制
の
中
で
の
動
き
で
あ
り
、
こ
の
室
町
幕
府
1
1
守
護
体
制
め
解

体
は
、
恰
も
浦
上
則
宗
が
死
去
し
た
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
の
頃
を

境
と
し
て
、
永
正
・
大
永
期
以
後
、
十
六
世
紀
に
入
っ
て
急
速
に
進

ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
守
護
赤
松
氏
の
領
国
に
お

い
て
も
、
赤
松
氏
が
守
護
た
る
こ
と
の
実
質
を
殆
ん
ど
喪
失
し
、
浦

上
氏
が
赤
松
氏
に
か
わ
る
大
名
領
主
権
力
と
し
て
出
現
し
て
く
る
の

は
、
則
宗
の
遺
跡
を
嗣
い
だ
村
婦
が
、
大
永
元
年
九
月
、
守
護
赤
松

・
義
村
を
播
磨
の
室
津
に
斌
害
し
、
西
播
・
備
前
・
美
作
に
わ
た
る
支

配
権
を
確
立
し
た
と
き
以
後
で
あ
る
。

　
①
『
天
陰
語
録
』
修
得
「
浦
上
美
作
守
寿
像
讃
」
。

　
②
『
大
徳
寺
文
書
』
元
弘
三
年
十
二
月
一
目
、
後
醍
醐
天
皇
論
雪
。

　
③
　
　
『
蕪
園
志
料
』
第
七
篇
、
近
国
六
、
播
暦
国
、
揖
保
郡
の
条
。

　
④
『
平
安
遣
文
』
古
文
地
価
第
席
巻
四
〇
ニ
ニ
、
後
撫
転
院
庁
下
文
案
。
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赤松被害浦上氏についての一考察（水野）

⑤
『
太
平
記
』
巻
第
二
十
九
「
光
明
寺
合
戦
紅
燈
直
怪
異
事
」
の
条
。
な
お
光
明

　
等
は
現
在
の
兵
庫
県
加
東
郡
滝
野
町
の
内
で
あ
る
。

⑥
『
広
峰
文
墨
』
暦
応
二
年
穴
月
十
八
日
、
幕
府
奉
書
。

⑦
『
西
行
雑
録
』
所
収
、
観
応
元
年
九
月
遅
四
日
、
幕
府
奉
窃
。

⑧
『
太
平
記
』
巻
第
三
十
八
「
諸
国
嘗
方
蜂
起
、
附
備
前
軍
井
桃
井
藏
常
越
中
軍

　
墓
」
の
条
。

⑨
五
ケ
隅
守
護
職
の
配
分
は
、
山
名
時
氏
に
伯
轡
・
丹
波
、
長
子
師
義
に
丹
後
、

　
次
子
義
理
に
美
作
、
三
栄
氏
冬
に
欝
欝
で
あ
る
。
　
な
お
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙

　
稿
「
南
北
朝
内
乱
期
に
お
け
る
山
名
氏
の
動
向
」
（
『
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
衛
紀

　
要
』
第
十
三
号
）
参
照
。

⑳
　
　
『
八
坂
神
社
文
書
』
貞
治
六
年
十
一
月
十
六
日
、
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉

　
書
、
及
び
、
貞
治
六
年
十
二
月
　
目
、
浦
上
行
禦
遵
行
状
。

⑪
　
　
『
八
坂
神
社
文
轡
』
嘉
慶
二
年
十
二
月
日
、
熊
野
山
本
宮
領
備
前
国
散
在
斗
餅

　
田
下
地
注
文
。

⑫
　
　
『
八
口
備
若
げ
彦
”
神
怯
仏
ゆ
ハ
料
隠
田
〃
一
　
「
本
社
文
書
」
応
安
三
年
六
日
μ
十
　
鵡
濤
、
浦
ト
調

　
宗
隆
判
物
写
。

⑬
金
岡
画
期
は
現
在
の
囲
山
市
西
大
寺
付
近
の
地
域
で
、
元
亨
三
年
下
地
中
分
が

　
行
な
わ
れ
て
、
領
家
方
五
分
一
…
、
地
頭
雲
離
四
三
に
劇
分
さ
れ
て
い
る
。

⑭
『
額
安
寺
文
書
』
応
安
七
年
九
月
十
四
日
、
赤
松
義
則
施
行
状
、
及
び
、
同
年

　
九
月
廿
九
日
、
浦
上
三
景
遵
行
状
。

⑮
『
硝
安
寺
文
書
』
応
安
七
年
十
月
十
三
日
置
蜜
零
露
府
奉
行
人
喘
息
奉
書
。

⑯
　
赤
松
義
㎝
期
は
、
明
徳
の
乱
に
お
け
る
山
名
氏
追
討
の
戦
功
〃
に
よ
っ
て
、
明
徳
三

　
年
正
月
、
山
名
義
理
に
か
わ
っ
て
美
作
国
守
護
職
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
と
き
以
後
、

　
赤
松
氏
は
播
磨
・
備
前
・
美
作
三
国
の
守
㎝
護
と
な
る
。

⑰
　
　
『
続
群
露
類
従
』
第
二
十
輯
上
、
合
戦
都
所
収
。

⑱
『
備
前
軍
記
』
巻
第
一
、
「
由
名
教
之
備
前
麟
守
護
の
事
」
の
条
。

⑲
『
備
前
軍
記
臨
巻
第
一
、
「
備
前
国
守
護
井
赤
松
家
興
廃
の
事
」
の
条
。

⑳
　

『
蔭
涼
軒
日
録
歴
長
盲
縞
二
年
正
月
十
三
良
の
条
。

⑳
　
　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
寛
正
二
年
五
月
廿
二
日
の
条
に
「
赤
松
次
郎
法
師
、
依
賀
茂

　
祉
領
賀
州
金
津
庄
代
々
守
護
請
之
地
、
致
代
官
之
由
披
露
之
、
蓋
宥
浦
上
掃
部
助

　
状
也
」
と
あ
る
文
中
の
「
浦
上
掃
部
助
」
は
前
後
の
関
係
か
ら
し
て
、
雛
宗
と
考

　
え
ら
れ
る
。

㊧
　
大
徳
無
の
宗
峰
妙
超
の
父
が
『
龍
宝
山
志
』
に
「
浦
上
掃
部
入
道
覚
性
」
と
さ
．

　
れ
て
い
る
が
、
或
い
は
宗
隆
の
世
系
と
の
つ
な
り
が
考
え
得
る
か
も
知
れ
な
い
。

〈
⑳
　
こ
の
脚
潮
懸
一
一
脚
ホ
安
－
酬
則
ψ
が
の
世
系
に
対
し
て
、
『
寛
釜
口
軍
物
註
㎎
』
　
の
中
に
名
の

　
出
て
く
る
「
浦
上
七
郎
兵
衛
　
族
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
、
恐
ら
く
は
浦
上
行

　
量
・
助
景
ら
の
世
系
で
、
こ
の
世
系
が
本
貫
地
で
あ
る
播
磨
浦
上
庄
を
、
少
な
く

　
と
も
嘉
吉
の
乱
に
い
た
る
ま
で
は
保
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
こ
の
含
戦
は
、
文
明
十
五
年
の
頃
以
来
、
播
磨
・
備
前
地
方
で
つ
づ
け
ら
れ
て

　
い
た
山
名
氏
と
の
傾
国
争
奪
の
戦
い
の
中
の
一
戦
で
、
片
島
は
播
磨
國
揖
西
郡
内
、

　
浦
上
庄
の
西
に
あ
た
る
片
島
庄
で
あ
る
。

勢
　
拙
稿
「
赤
松
氏
再
興
を
め
ぐ
る
二
三
の
問
題
」
　
（
京
都
大
学
文
学
部
読
史
会
創

　
立
五
十
年
記
念
『
国
史
論
集
』
所
収
）
。

鐙
　
　
二
子
涼
軒
日
録
』
長
禄
二
年
十
一
月
以
後
、
同
三
年
に
か
け
て
の
層
面
の
記
事
。

　
な
お
『
蔭
涼
軒
日
録
』
の
筆
者
で
、
当
涛
将
軍
義
政
の
信
任
の
厚
か
っ
た
蔭
涼
軒

　
公
認
慶
真
蘂
が
赤
松
一
族
の
上
月
琉
の
出
で
あ
り
、
赤
松
家
の
再
興
を
将
軍
義

　
政
・
管
領
細
川
勝
元
ら
に
強
く
推
挽
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
こ
と
も
勿
論
で
あ
る
。

⑰
｝
　
『
南
方
御
退
条
治
々
』
は
、
徳
島
県
三
好
郡
三
加
茂
町
中
庄
、
井
口
家
所
蔵
の

　
『
播
磨
上
月
文
書
阯
の
内
、
及
び
『
量
器
類
従
』
第
二
＋
一
輯
に
「
上
月
記
」
と

　
題
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

鰺
　
こ
の
闘
の
事
情
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
高
坂
好
著
『
赤
松
円
心
・
満
祐
』
（
吉

　
用
弘
文
館
「
人
物
叢
書
」
）
二
五
二
～
四
頁
参
照
。
た
だ
高
坂
氏
が
、
義
雅
夫
人

　
の
父
は
三
条
実
澱
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
嘉
吉
元
年
壁
隣
、
実
量
は
二

　
十
七
歳
で
あ
っ
て
、
そ
の
娯
が
義
雅
夫
人
（
九
歳
の
子
を
持
つ
）
で
あ
る
筈
は
な
い
。
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義
雅
夫
人
は
三
条
家
に
関
係
の
あ
る
女
と
の
み
し
か
云
え
な
い
。

㊧
　
浦
上
美
作
守
の
名
で
出
て
く
る
の
は
寛
正
三
年
か
ら
で
あ
る
が
、
前
記
の
ご
と

　
く
覧
正
二
年
に
浦
上
掃
部
助
と
し
て
幽
て
く
る
の
も
野
饗
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
高
坂
好
著
『
赤
松
円
心
・
満
祐
』
二
六
二
～
三
頁
参
照
。

⑳
　
『
赤
松
諸
家
大
系
図
』
の
中
に
「
赤
松
三
十
六
家
」
を
挙
げ
、
ま
た
『
赤
松
氏

　
族
譜
』
そ
の
他
の
赤
松
系
図
に
も
赤
松
～
族
の
名
を
挙
げ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、

　
そ
れ
ら
に
記
さ
れ
て
い
る
赤
松
一
族
の
主
な
る
も
の
と
し
て
は
、
有
馬
・
別
所
．

　
宇
野
・
小
寺
・
上
月
・
佐
用
・
間
島
・
中
村
・
大
田
・
罫
描
・
在
田
・
得
平
．
広

　
瀬
・
葉
山
・
蕪
雑
・
藩
士
・
浬
見
な
ど
の
名
が
児
え
る
。
し
か
し
浦
上
氏
は
、
そ

　
れ
ら
赤
松
｝
族
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
な
お
ま
た
高
坂
好
著
『
赤
松
円

　
心
・
満
祐
』
ニ
ニ
四
～
五
頁
参
照
。

⑫
　
　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
長
禄
三
年
四
月
～
九
月
の
諸
条
。

⑬
　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
認
』
寛
正
三
年
十
一
月
三
日
の
条
、
『
憩
山
日
録
』
寛
正

　
三
年
十
月
廿
｝
日
～
十
一
月
四
日
の
諸
子
、
及
び
『
長
禄
冤
正
記
』
。

⑭
　

『
蔭
涼
軒
日
録
』
寛
正
六
年
十
二
月
昔
六
日
の
条
。

㊧
　
　
『
長
禄
寛
正
記
』
。

歯
　
　
『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』
、
『
異
本
糺
河
原
勧
進
申
楽
記
』
、
『
蔭
掠
蒋
礒
録
』

　
寛
正
五
年
二
月
十
一
日
、
三
月
十
七
日
、
四
月
四
日
～
十
二
日
の
諸
条
。

⑳
　

『
蔭
涼
軒
日
録
』
文
正
元
年
六
月
四
日
、
岡
七
日
、
岡
十
五
日
の
血
盟
。

⑳
　

『
蔭
涼
軒
日
録
脳
寛
正
五
年
愚
兄
十
匹
日
の
条
。

⑳
w
　
『
蔭
涼
聯
日
録
』
文
正
元
年
閏
二
月
六
日
の
条
。

⑳
　
『
鼻
翼
』
寛
正
六
年
十
｝
月
廿
三
日
の
条
参
照
。

⑳
　
『
応
仁
記
』
三
、
「
後
章
苑
院
崩
御
之
事
」
の
条
。
『
応
仁
鯛
記
』
の
寵
事
も
全

　
く
同
文
で
あ
る
。

⑫
　
『
薩
藩
旧
記
雑
録
』
耳
管
所
収
、
文
明
二
年
十
月
十
五
日
、
所
司
代
浦
上
則
宗

　
書
状
。

⑬
　
　
『
蜷
川
親
元
日
記
』
文
明
十
三
年
八
月
十
日
、
及
び
十
月
八
日
の
条
。

⑭
　
藤
井
・
水
野
編
『
岡
山
県
古
文
轡
集
』
第
三
輯
所
収
『
備
前
西
大
寺
文
書
』
一

　
四
、
　
一
五
、
そ
の
他
。

醗
　
同
勢
『
備
箭
西
大
寺
文
書
隠
一
＝
。

⑳
　
『
大
臼
本
史
料
』
第
八
編
之
十
五
、
文
明
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
の
条
所
載

　
の
『
浦
上
家
系
図
』
。

⑰
藤
井
・
水
野
編
『
岡
山
県
古
文
書
集
騙
、
第
二
輯
所
収
『
備
前
金
山
寺
文
書
』
四

　
六
。

⑬
　
前
掲
、
拙
稿
「
赤
松
氏
再
興
を
め
ぐ
る
二
三
の
問
題
」
。

⑲
　
内
閣
文
庫
所
蔵
『
蜷
川
家
古
文
書
』
第
二
十
集
。
端
裏
書
に
「
赤
松
殿
衆
連
署

　
案
、
文
明
十
六
・
二
・
八
到
之
」
と
あ
る
。

⑳
　
赤
松
政
則
は
播
磨
を
没
落
し
て
和
泉
の
堺
に
赴
き
、
や
が
て
京
都
に
上
っ
て
前

　
将
軍
義
政
の
庇
護
を
う
け
て
い
る
。

⑪
　
　
『
大
山
寺
文
書
』
文
明
十
六
年
二
月
十
二
日
掛
浦
上
諸
宗
願
文
。

⑫
　
『
除
慶
寺
文
書
』
文
明
十
六
年
三
月
十
五
日
、
浦
上
則
宗
寄
進
状
。

⑬
　
拙
稿
　
「
応
仁
文
明
期
に
お
け
る
守
護
領
罵
－
山
名
氏
の
領
国
を
中
心
に
一
」

　
（
『
岡
山
史
学
』
第
十
号
）
参
照
。

⑭
　
『
蔭
常
勤
日
録
』
文
明
十
七
年
六
月
四
日
の
条
。
　
『
天
陰
語
録
』
所
収
「
浦
上

　
美
作
守
簿
像
讃
」
。

衝
　
　
『
簾
軒
日
録
』
文
明
十
七
年
閏
三
月
九
日
の
条
。

6
¢
・
『
宇
喜
多
能
家
画
像
賛
』
、
『
備
前
軍
記
』
巻
第
一
、
「
浦
上
宗
助
と
松
田
と
合

　
戦
の
宴
」
の
条
。

⑰
　
長
享
元
年
十
一
～
月
の
頃
に
は
、
播
磨
国
内
に
は
未
だ
山
名
の
軍
勢
が
残
留
し
て

　
い
る
が
、
既
に
赤
松
方
の
優
勢
は
決
定
的
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
則
宗
は
将
軍
・
義

　
尚
の
招
き
に
癒
じ
て
近
江
の
陣
へ
赴
い
た
の
で
あ
る
。

＄
　
　
『
松
原
神
社
文
學
』
長
享
元
年
十
二
月
五
日
、
浦
上
鋼
宗
審
進
状
。

穣
　
『
吉
蛸
家
文
書
』
（
長
享
三
年
）
四
月
二
日
、
浦
上
則
宗
書
状
（
吉
川
駿
河
守

　
宛
）
。
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⑳
　
『
蔭
七
軒
日
録
』
明
応
二
年
四
月
廿
日
の
条
。
ま
た
『
赤
松
記
』
に
、
「
細
川

　
勝
元
の
御
娘
洞
書
院
殿
と
申
て
比
丘
尼
御
所
に
て
御
座
候
を
、
お
と
し
被
申
、
政

　
則
へ
む
か
ひ
と
り
御
世
候
。
め
し
様
と
申
し
た
る
は
此
御
礁
な
り
。
」
と
記
さ
れ

　
　
て
い
る
。

，
⑪
　
『
御
湯
殿
上
日
記
』
明
応
四
年
・
四
月
十
四
日
の
条
。

繍
　
　
『
赤
松
記
』
、
珊
実
隆
公
記
』
明
応
五
年
四
月
廿
七
日
の
条
、
　
『
親
長
卿
記
』
明

　
応
五
年
四
月
廿
五
日
の
条
。

⑭
　
『
播
磨
園
霧
写
歴
縁
起
附
録
』
所
載
、
明
応
五
年
五
月
十
三
日
、
織
上
即
宗
等

　
連
署
書
状
、
及
び
『
赤
松
記
鰯
。

額
　
　
『
宇
喜
多
能
家
画
像
賛
』
は
、
『
続
群
轡
類
従
』
第
八
駆
上
、
子
伝
部
に
も
収
め

　
ら
れ
て
い
る
が
、
画
像
の
原
本
は
、
岡
山
市
繭
大
寺
邑
久
郷
の
罵
言
寺
に
所
蔵
さ

　
れ
て
い
る
。
賛
は
大
永
四
年
八
月
に
南
禅
寺
の
九
峰
宗
成
が
書
い
て
い
る
。

母
　

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
亀
二
年
六
月
十
八
日
の
条
、
　
『
備
前
軍
記
』
巻
第

　
一
、
「
浦
上
則
宗
病
死
、
同
村
宗
赤
松
に
叛
く
事
」
の
条
。

⑯
　
　
『
実
隆
公
記
』
明
智
五
年
四
月
廿
七
日
の
条
。

⑰
　

『
大
渠
院
瀞
社
雑
事
記
』
文
明
九
年
十
二
月
十
日
の
条
。

　
　
　
　
　
　
（
仏
教
大
学
文
学
部
教
授
・
京

赤松被官浦上氏についての一考察（水野）
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Uragami　Norlmune　：　A　Protege　of　the　Akamatstis

By　Kyoichire　Mizuno

　　From　the　Revolt　of　Kakitsu　（1441）　up　to　the　Wars　of　Ohnin　and

Bunmei　the　governance　of’the　shMgo　fainilies　in　their　territories　carne

gradually　into　the　hands　of　the　stewards　who　were　originally　the　clients

of　those　magnates．　Though　audacious　their　activities　came　to　be，　they

could　not　appeal　to　thier　own　power　independent　of　the　government

of　the　Muromachi　Baleufu　with　its　network　of　shztgo　families．　True，

the　shugos　were　declining，　but　their’authorities　were　recognized　as

such．　．　lt　is　why　those　stewardial　classes　still　moved　in　the　orbit　of

the　established　order，　but　at　the　same　time　they　were　in　the　far　more

advantagious　status　to　get　in　contact　with　the　inedium－sized　and　smaller

lords　who　were　growing　in　power　in　the　remotest　and　robust　countrysides．

In　short，　the　stewards　of　those　shugos　placed　themselves　in　the　！nidway

of　the　social　ladder　of　the　tlme　with　the　result　of　the　accumulation　of

power　in　any　way　and　other．

　　This　is　to　clarify　one　of　those　stewards　or　a　prot696　in　the　person　of

Norimune　of　the　Uragami　family　who　were　in　the　back　of　shugo　Akama－

tsu　who　were　in　turn　playing　a　conspicuous　role　in　the　political　world

before　and　after　the　Ohnin－Bunmei　era．

De　nouveau　sur　les　Eleuthes

Par．　Akira　Haneda

　　Les　Mongols　occidentaux　d6roulbrent，　de　la　premibre　moiti6　du　17e

siecle　au　milieu　du　siecie　suivant，　une　activit6　intense　comme　r　ongdls，

ou　plut6t　la　derniere　comme　nomades．　On　qualifie　commun6ment　leur

Etat　du　“Royaume　des　DjouBghar”．　Cependa．nt，　les　Djou，nghar　ne　for－

maient　pas　des　le　d6but　la　tribu　dominante　des　Mongols　occidentaux，

qu’on　continuait　a　appeler‘‘quatre　Oiraゼ’d’ap艶s　l’usage．　A　mon　avis，

il　devait　y　avoir　une　p6rlode，　pendant　laquelle　les　Khostt　6taient　pr6do－

minantes．　Les　Khogitt　appartenaient　aux　“　quatre　Oirat”，　quoique　leur

chef　pr6tendit，　para“it－il，　descendre　du　frere　ca，　det　de　Gengis－khan．　Les
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